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尾
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一

　
　
　

凡
　
　
　
例

一　

本
目
録
は
、
徳
川
林
政
史
研
究
所
が
所
蔵
す
る
「
尾
張
徳
川
家
文
書
」
に
つ
い
て

収
録
し
た
も
の
で
あ
る
。「
尾
張
徳
川
家
文
書
」
は
、
現
在
、「
尾
一
」
〜
「
尾
八
」

の
文
書
群
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
「
尾
一
」
〜
「
尾
四
」
は
、
昭
和
一
○

年（
一
九
三
五
）に
財
団
法
人
尾
張
徳
川
黎
明
会（
現
在
の
公
益
財
団
法
人
徳
川
黎
明

会
）に
よ
っ
て
開
設
さ
れ
た
蓬
左
文
庫
に
お
い
て
整
理
・
分
類
さ
れ
た
も
の
で
、「
尾

五
」
〜
「
尾
八
」
は
、
そ
の
後
当
研
究
所
に
お
い
て
整
理
さ
れ
た
文
書
群
で
あ
る
。

本
号
で
は
「
尾
張
徳
川
家
文
書
目
録
」（
十
七
）と
し
て
、「
尾
五
」
の
文
書
群
の
う

ち
、
史
料
番
号
五
〇
九
─
一
〜
五
〇
九
─
一
〇
を
収
録
し
た
。
な
お
、
本
目
録
は
、

文
書
点
数
が
非
常
に
多
い
こ
と
や
紙
幅
の
関
係
な
ど
か
ら
、
一
度
に
収
録
す
る
こ
と

が
困
難
で
あ
る
た
め
、「
尾
一
」
〜
「
尾
八
」
ま
で
の
文
書
群
を
複
数
回
に
分
け
て

掲
載
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

一　

本
目
録
で
は
、
各
史
料
に
つ
い
て
、
①
番
号
、
②
表
題
、
③
年
月
日
、
④
作
成
者

（
ま
た
は
差
出
）→
宛
所
、
⑤
形
態
、
⑥
数
量
、
⑦
備
考
の
七
項
目
を
採
録
し
た
。

一　

番
号
は
、
原
則
と
し
て
、
過
去
に
蓬
左
文
庫
に
よ
っ
て
付
さ
れ
た
枝
番
号
形
式
の

番
号
を
使
用
し
た
が
、
一
部
に
つ
い
て
は
、
以
前
に
当
研
究
所
に
お
い
て
付
さ
れ
た

番
号
を
使
用
し
た
も
の
も
あ
る
。
本
目
録
の
配
列
は
、
こ
の
番
号
の
順
序
に
し
た

が
っ
て
い
る
。
な
お
、
史
料
の
配
列
や
出
納
・
閲
覧
の
都
合
上
、
欠
番
号
は
そ
の
ま

ま
に
し
て
あ
る（
本
号
の
目
録
で
は
欠
番
号
は
な
い
）。

一　

表
題
は
、
原
則
と
し
て
内
題（
巻
頭
題
）を
採
用
し
、
外
題
を
〔　

〕
付
き
で
直
後

に
示
し
た（
な
お
、
内
題
と
外
題
が
同
じ
場
合
に
は
、〔　

〕
の
表
記
は
省
略
し
た
）。

ま
た
、
表
題
の
み
で
は
内
容
の
把
握
が
困
難
と
考
え
ら
れ
る
史
料
に
つ
い
て
は
、
必

要
に
応
じ
て
表
題
の
直
後
に（　

）付
き
で
内
容
に
関
す
る
補
記
を
行
っ
た
。

一　

年
月
日
は
、
原
則
と
し
て
史
料
に
記
載
さ
れ
て
い
る
年
月
日（
内
容
年
）を
示
す
こ

と
に
し
、
目
録
作
成
時
に
推
定
し
た
部
分
に
つ
い
て
は
、（　

）を
付
け
て
適
宜
表
記

し
た
。
ま
た
、
年
次
記
載
が
な
く
て
も
、
お
お
よ
そ
の
作
成
年
代
が
わ
か
る
場
合
に

は
、（
安
政
年
間
）、（
江
戸
末
期
）、（
明
治
初
年
）な
ど
と
付
し
て
、
該
当
す
る
年
号

や
時
期
を
示
す
こ
と
に
し
、
推
定
不
能
の
場
合
に
は
、（
年
不
詳
）と
し
た
。
刊
本
・

写
本
の
場
合
は
、
そ
の
史
料
が
刊
行
ま
た
は
、
書
写
さ
れ
た
時
点
の
年
次
を
表
記

し
、
刊
本
の
う
ち
、
後
印
本
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
の
も
の
に
つ
い
て
は
、

初
版
年
次
に
続
い
て（　

）付
き
で
後
印
年
次
を
記
し
た
。

一　

形
態
に
つ
い
て
は
、
縦（
縦
帳
）・
横（
横
長
帳
）・
横
半（
横
半
帳
）・
状（
切
紙
・

続
紙
・
折
紙
）・
鋪（
絵
図
）・
綴（
作
成
契
機
の
異
な
る
複
数
の
史
料
を
綴
っ
た
も

の
）・
帖（
折
本
）・
巻
子
な
ど
と
示
し
た
。
小
型
本
に
つ
い
て
は
、「
横
・
小
」、

「
縦
・
小
」
な
ど
と
表
記
し
た
。

一　

数
量
は
、
出
納
・
閲
覧
の
便
宜
を
考
慮
し
て
、
後
年
の
改
装
に
よ
り
、
分
冊
あ
る

い
は
合
綴
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
で
も
、
現
在
保
存
さ
れ
て
い
る
状
態
で
の

冊
数
を
採
用
し
た
。

一　

備
考
に
は
、
史
料
の
概
略
や
別
題
、
史
料
の
中
に
挟
み
込
ま
れ
た
書
状
・
書
付
・

絵
図
面
お
よ
び
綴
じ
込
ま
れ
た
文
書
の
有
無
、
欠
本
、
合
綴
、
改
装
の
状
態
な
ど
、

必
要
と
思
わ
れ
る
事
柄
を
＊
印
・
※
印
を
付
け
て
適
宜
記
し
た
。

一　

複
数
に
お
よ
ぶ
冊
子
で
構
成
さ
れ
て
い
る
史
料
に
つ
い
て
は
、
出
納
や
閲
覧
の
便

宜
の
た
め
、
原
則
と
し
て
各
冊
ご
と
の
細
目
を
掲
載
し
た
。
細
目
の
各
項
目
に
お
け

る
配
列
は
、
表
題
・
年
月
日
・
作
成
者（
ま
た
は
差
出
）→
宛
所
・
形
態
・
備
考（
冒

頭
に
※
を
付
し
た
）の
順
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
を
二
字
ア
キ
で
示
し
た
が
、
該
当
す
る

項
目
に
記
載
が
な
い
場
合
に
は
、
省
略
し
て
表
記
し
て
い
る
。



尾
張
徳
川
家
文
書
目
録（
十
七
）

二

一　

本
目
録
は
、
当
研
究
所
で
過
去
に
採
録
し
た
カ
ー
ド
を
基
礎
と
し
、
こ
れ
に
今
回

の
目
録
に
際
し
て
改
め
て
実
施
し
た
内
容
調
査
の
結
果
を
加
え
て
構
成
し
た
。
な

お
、
本
目
録
は
、
平
成
二
二
年
度
〜
同
二
八
年
度
に
行
っ
た
研
究
員
・
非
常
勤
研
究

員
・
研
究
生
に
よ
る
夏
季
・
春
季
集
中
史
料
整
理
の
成
果
に
拠
っ
て
い
る
。
調
査
参

加
者
は
、
太
田
尚
宏（
主
任
研
究
員
・
当
時
）・
白
根
孝
胤（
研
究
員
、
当
時
）、
石
山

秀
和
・
浦
井
祥
子
・
栗
原
健
一
・
坂
本
達
彦
・
渋
谷
葉
子
・
清
水
聡
・
滝
口
正
哉
・

田
原
昇
・
中
村
洋
子
・
西
光
三
・
藤
田
英
昭
・
宮
原
一
郎
・
吉
成
香
澄（
以
上
、
非

常
勤
研
究
員
・
当
時
含
む
）、
池
ノ
谷
匡
祐
・
出
野
雄
也
・
井
浪
直
人
・
上
野
恵
・

萱
場
真
仁
・
桐
生
海
正
・
小
宮
山
敏
和
・
櫻
庭
茂
大
・
柴
田
愛
・
高
田
綾
子
・
高
橋

伸
拓
・
髙
山
慶
子
・
塚
田
沙
也
加
・
仲
泉
剛
・
西
田
安
里
・
根
岸
美
季
・
芳
賀
和

樹
・
橋
本
佐
保
・
藤
井
明
広
・
松
本
剣
志
郎
・
宮
坂
新
・
山
﨑
久
登
・
横
山
考
之
輔

（
以
上
、
非
常
勤
研
究
生
・
当
時
含
む
）の
三
八
名
で
あ
る
。
内
容
調
査
、
デ
ー
タ
入

力
、
お
よ
び
原
稿
化
作
業
は
藤
田
英
昭（
研
究
員
）が
担
当
し
た
。
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三

代

諱

生
没
年
月
日

藩
主
就
任
期
間

諡
号

院
号

実
父

生
母

正
室（
簾
中
）

継
室　
　
　

1

義
直　

慶
長
五
年
一
一
月
二
八
日
〜

　
　

慶
安
三
年
五
月
七
日

慶
長
一
二
年
閏
四
月
二
六
日
〜

　
　

慶
安
三
年
五
月
七
日

敬
公

徳
川
家
康

御
亀（
相
應
院
）

春
姫（
高
原
院
、
浅
野
幸
長
女
）

2

光
友　

寛
永
二
年
七
月
二
九
日
〜

　
　

元
禄
一
三
年
一
○
月
一
六
日

慶
安
三
年
六
月
二
八
日
〜

　
　

元
禄
六
年
四
月
二
五
日（
隠
居
）

正
公

瑞
龍
院

義
直

尉（
歓
喜
院
）

千
代
姫（
霊
仙
院
、
徳
川
家
光
女
）

3

綱
誠　

慶
安
五
年
八
月
二
日
〜

　
　

元
禄
一
二
年
六
月
五
日

元
禄
六
年
四
月
二
五
日
〜

　
　

元
禄
一
二
年
六
月
五
日

誠
公

泰
心
院

光
友

千
代
姫（
霊
仙
院
）

新
君（
瑩
珠
院
、
広
幡
忠
幸
女
）

4

吉
通　

元
禄
二
年
九
月
一
七
日
〜

　
　

正
徳
三
年
七
月
二
六
日

元
禄
一
二
年
七
月
一
一
日
〜

　
　

正
徳
三
年
七
月
二
六
日

立
公

円
覚
院

綱
誠

下
総（
本
寿
院
）

輔
君（
瑞
祥
院
、
九
条
輔
実
女
）

5

五
郎
太

宝
永
八
年
一
月
九
日
〜

　
　

正
徳
三
年
一
○
月
一
八
日

正
徳
三
年
八
月
二
九
日
〜

　
　

正
徳
三
年
一
○
月
一
八
日

達
公

真
巌
院

吉
通

輔
君（
瑞
祥
院
）

6

継
友　

元
禄
五
年
二
月
八
日
〜

　
　

享
保
一
五
年
一
一
月
二
七
日

正
徳
三
年
一
一
月
一
一
日
〜

　
　

享
保
一
五
年
一
一
月
二
七
日

曜
公

晃
禅
院

綱
誠

和
泉（
泉
光
院
）

安
己
君（
光
雲
院
、
近
衛
家
煕
女
）

7

宗
春　

元
禄
九
年
一
○
月
二
六
日
〜

　
　

明
和
元
年
一
○
月
八
日

享
保
一
五
年
一
一
月
二
八
日
〜

　
　

元
文
四
年
一
月
一
三
日（
隠
居
）

逞
公

章
善
院

綱
誠

梅
津（
宣
揚
院
）

8

宗
勝　

宝
永
二
年
六
月
二
日
〜

　
　

宝
暦
一
一
年
六
月
二
四
日

元
文
四
年
一
月
一
三
日
〜

　
　

宝
暦
一
一
年
六
月
二
四
日

戴
公

賢
隆
院

松
平
友
著

繁（
円
珠
院
）

三
姫（
宝
蓮
院
、
徳
川
吉
通
女
）

9

宗
睦　

享
保
一
八
年
九
月
二
○
日
〜

　
　

寛
政
一
一
年
一
二
月
二
四
日

宝
暦
一
一
年
八
月
五
日
〜

　
　

寛
政
一
一
年
一
二
月
二
四
日

明
公

天
祥
院

宗
勝

嘉
代（
英
巌
院
）

好
君（
転
陵
院
、
近
衛
家
久
女
）

10

斉
朝　

寛
政
五
年
八
月
二
三
日
〜

　
　

嘉
永
三
年
五
月
一
三
日

寛
政
一
二
年
一
月
二
九
日
〜

　
　

文
政
一
○
年
八
月
一
五
日（
隠
居
）
順
公

天
慈
院

一
橋
治
国

彰
君（
乗
蓮
院
）

淑
姫（
清
湛
院
、
徳
川
家
斉
女
）

11

斉
温　

文
政
二
年
五
月
二
九
日
〜

　
　

天
保
一
○
年
三
月
二
六
日

文
政
一
○
年
八
月
一
五
日
〜

　
　

天
保
一
○
年
三
月
二
六
日

僖
公

良
恭
院

徳
川
家
斉

瑠
璃（
青
蓮
院
）

愛
姫（
琮
樹
院
、
田
安
斉
匡
女
）

福
君（
俊
恭
院
、
鷹
司
政
煕
女
）

12

斉
荘　

文
化
七
年
六
月
一
三
日
〜

　
　

弘
化
二
年
七
月
二
○
日

天
保
一
○
年
三
月
二
六
日
〜

　
　

弘
化
二
年
七
月
二
○
日

懿
公

大
覚
院

徳
川
家
斉

蝶（
速
成
院
）

猶
姫（
貞
慎
院
、
田
安
斉
匡
女
）

13

慶
臧　

天
保
七
年
六
月
一
五
日
〜

　
　

嘉
永
二
年
五
月
七
日

弘
化
二
年
八
月
二
六
日
〜

　
　

嘉
永
二
年
五
月
七
日

欽
公

顕
曜
院

田
安
斉
匡

れ
い（
青
松
院
）

14

慶
勝　

文
政
七
年
三
月
一
五
日
〜

　
　

明
治
一
六
年
八
月
一
日

嘉
永
二
年
六
月
四
日
〜

　
　

安
政
五
年
七
月
五
日（
隠
居
）

文
公

賢
徳
院

松
平
義
建

規
姫（
真
證
院
）

矩
姫（
貞
徳
院
、
丹
羽
長
富
女
）

15

茂
徳　

天
保
二
年
五
月
二
日
〜

　
　

明
治
一
七
年
三
月
六
日

安
政
五
年
七
月
五
日
〜

　
　

文
久
三
年
九
月
一
三
日（
隠
居
）

顕
樹
院

松
平
義
建

み
さ
を（
陽
清
院
）

政
姫（
崇
松
院
、
丹
羽
長
富
女
）

16

義
宜　

安
政
五
年
五
月
二
四
日
〜

　
　

明
治
八
年
一
一
月
二
四
日

文
久
三
年
九
月
一
三
日
〜

　
　

明
治
八
年
一
一
月
二
四
日

靖
公

隆
徳
院

慶
勝

多
満（
禎
正
院
）

尾
張
徳
川
家
歴
代
藩
主
一
覧

※
「
御
家
御
続
帳
」「
御
日
記
」「
御
記
録
」（
徳
川
林
政
史
研
究
所
所
蔵
）、『
尾
張
徳
川
家
系
譜
』（『
名
古
屋
叢
書
三
編
』
第
一
巻
）よ
り
作
成
。
な
お
、
系
譜
・
家
譜
に
よ
っ

て
生
没
年
月
日
に
若
干
の
相
違
が
あ
る
。
な
お
、
一
六
代
義
宜
は
当
主
で
あ
っ
た
期
間
を
記
す
。
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四

番
　
　
号	

表
　
　
題	

年
月
日		

作
成
者（
差
出
→
宛
所
）	

形
態
・
数
量

尾
五
─
五
〇
九
─
一	

〔
徳
川
家
文
書　
一
〕（
御
小
納
戸
金
借
用
証
文
）	

（
文
化
元
年
〜
文
政
五
年
）	
	

横
綴	

一

①	

手
形
枚
通
之
覚（
正
徳
〜
天
明
年
間
田
畑
売
却
ニ
付
）　　

文
化
元
年
子
三
月
二
八
日　
　

木
全
惣
左
衛
門
→

②	

指
上
申
添
証
文
之
事（
御
役
所
金
五
百
両
拝
借
ニ
付
）　　

文
化
元
年
子
三
月　
　

御
伽
羅
油
司	

庄
兵
衛
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

③	

拝
借
仕
候
金
子
之
事（
金
五
百
両
拝
借
ニ
付
）　　

文
化
元
年
子
三
月
二
八
日　
　

中
嶋
郡
西
萩
原
村	

借
主　

木
全
惣
左
衛
門
㊞
外
三
名
→
御
小
納
戸	

御
役
所

④	

覚（
濃
州
石
津
郡
福
江
村
松
原
新
田
田
畑
書
上
）　　

文
化
七
年
午
九
月　
　

福
江
村
請
扣
書
入
主	

伊
藤
惣
十
郎
㊞
外
一
名
→
御
小
納
戸	

御
役
所

⑤	
覚（
知
多
郡
古
見
村
百
姓
共
扣
地
所
書
入
御
役
所
金
五
百
両
拝
借
ニ
付
）　　

文
化
一
〇
年
酉
一
二
月　
　

御
勘
定
所
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

⑥	
覚（
愛
知
郡
鳴
海
村
借
金
増
長
訳
立
之
た
め
地
所
書
入
御
役
所
金
千
五
百
両
拝
借
ニ
付
）　　

文
化
一
〇
年
酉
一
二
月　
　

御
勘
定
所
㊞
→
御
小
納
戸
御
役
所

⑦	
乍
恐
奉
願
上
候
御
事（
都
合
千
三
百
両
拝
借
仕
度
ニ
付
）　　

文
化
一
一
年
戌
正
月　
　

濃
州
石
津
郡
福
江
村	

請
扣
願
主　

伊
藤
惣
十
郎
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

⑧	

濃
州
石
津
郡
福
江
村
字
寺
野
新
田
反
別
并
枝
郷
沼
分
新
田
反
別
取
米
之
訳　
　

文
化
一
一
年
戌
正
月　
　

濃
州
石
津
郡
福
江
村	

請
扣
願
主　

伊
藤
惣
十
郎
㊞
外
六
名
・
枝
郷	

　

	

沼
分
新
田
庄
屋　

安
立
勘
兵
衛
㊞
外
四
名
→
御
小
納
戸	

御
役
所

⑨	

拝
借
仕
候
御
金
之
事（
金
千
三
百
両
拝
借
ニ
付
）　　

文
化
一
一
年
戌
二
月　
　

濃
州
石
津
郡
福
江
村	

拝
借
主　

伊
藤
惣
十
郎
㊞
外
七
名
・
沼
分
新
田	

庄
屋
兵
右
衛
門
㊞
外

　

	

一
名
→
御
小
納
戸	
御
役
所

⑩	

拝
借
仕
候
御
金
之
事（
小
沢
市
左
衛
門
拝
借
返
上
滞
金
千
百
弐
両
三
分
四
匁
壱
分
九
厘
訳
立
方
之
儀
ニ
付
）　　

文
化
一
二
年
亥
七
月　
　

込
野
村	

証
人
溝
口
村	

定
四
郎
㊞

　
　

外
一
四
名
→
御
小
納
戸	
御
役
所

⑪	

拝
借
仕
候
御
金
之
事（
岐
阜
表
住
居
出
口
新
左
衛
門
御
用
代
前
借
分
返
上
滞
難
渋
ニ
付
）　　

文
化
一
三
年
子
一
二
月　
　

愛
知
郡
中
野
高
畑
村	

庄
屋	

繁
蔵
㊞
外
二
六
名
→

　
　

御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。	

⑫	

拝
借
仕
候
御
金
之
事（
御
役
所
金
五
百
両
拝
借
ニ
付
）　　

中
嶋
郡
阿
古
井
村
地
主	

拝
借
主	

川
嶋
次
郎
左
衛
門
㊞
外
五
名
→
御
小
納
戸	

御
役
所

⑬	

拝
借
仕
候
御
金
之
事（
大
吉
新
田
御
引
当
御
役
所
御
新
田
金
三
百
両
拝
借
ニ
付
）　　

文
化
一
四
年
丑
一
二
月　
　

拝
借
主	

石
黒
丹
下
㊞
外
二
名
→
御
小
納
戸
御
役
所

⑭	

拝
借
仕
候
御
金
之
事（
御
役
所
金
五
百
両
拝
借
ニ
付
）　　

文
化
一
四
年
丑
一
二
月　
　

知
多
郡
村
木
村	

拝
借
主	

濱
嶋
惣
助
㊞
外
六
名
→
御
小
納
戸	

御
役
所

⑮	

拝
借
仕
候
御
金
之
事（
御
役
所
金
千
三
百
両
拝
借
ニ
付
）　　

文
化
一
四
年
丑
七
月　
　

愛
知
郡
諸
輪
村	

庄
屋	

拝
借
主	

勘
右
衛
門
㊞
外
五
名
→
御
小
納
戸
御
役
所

⑯	

拝
借
仕
候
御
金
之
事（
御
役
所
金
六
百
両
拝
借
ニ
付
）　　

文
化
一
四
年
丑
一
二
月　
　

春
日
井
郡
岩
崎
村	

拝
借
主	

甚
右
衛
門
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

⑰	

乍
恐
奉
願
上
候
御
事（
追
々
困
窮
御
役
所
金
千
両
拝
借
ニ
付
）　　

文
化
一
四
年
丑
一
二
月　
　

春
日
井
郡
岩
崎
村	

甚
右
衛
門
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

⑱	

拝
借
仕
候
御
金
之
事（
御
役
所
金
四
百
両
拝
借
ニ
付
）　　

文
化
一
四
年
丑
一
二
月　
　

春
日
井
郡
平
田
村
地
主	

拝
借
主	

友
右
衛
門
㊞
外
一
七
名
→
御
小
納
戸	

御
役
所

⑲	

拝
借
仕
候
御
金
之
事（
御
役
所
金
五
百
五
拾
両
拝
借
ニ
付
）　　

文
化
一
四
年
丑
一
二
月　
　

春
日
井
郡
西
杉
村	

拝
借
主	

孫
右
衛
門
㊞
外
一
七
名
→
御
小
納
戸	

御
役
所

⑳	

拝
借
仕
候
御
金
之
事（
御
役
所
金
五
百
両
拝
借
ニ
付
）　　

文
化
一
四
年
丑
七
月　
　

春
日
井
郡
豊
場
村	

蔵
吉
㊞
外
四
名
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
細
目
㉗
と
関
連
。

㉑	

覚（
濃
州
土
岐
郡
平
岩
村
弥
左
衛
門
御
役
所
金
百
五
拾
両
拝
借
ニ
付
）　　

文
化
一
四
年
丑
一
二
月　
　

御
勘
定
所
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

㉒	

拝
借
仕
候
御
金
之
事（
御
役
所
金
五
百
両
拝
借
ニ
付
）　　

文
化
一
四
年
丑
一
二
月　
　

愛
知
郡
北
一
色
村	

地
主	

願
主	

源
蔵
㊞
外
一
〇
名
→
御
小
納
戸	

御
役
所

㉓	

拝
借
仕
候
御
金
之
事（
御
役
所
金
三
百
両
拝
借
ニ
付
）　　

文
化
一
四
年
丑
一
二
月　
　

春
日
井
郡
法
成
寺
村	

拝
借
主	

平
八
㊞
外
六
名
→
御
小
納
戸	

御
役
所
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㉔	

乍
恐
奉
再
願
候
御
事（
役
所
金
千
両
拝
借
ニ
付
）　　
（
文
化
一
四
年
）丑
七
月　
　

大
高
村	

拝
借
主	

山
口
源
兵
衛
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

㉕	

乍
恐
奉
願
上
候
御
事（
役
所
金
千
両
拝
借
ニ
付
）　　
（
文
化
一
四
年
）丑
七
月　
　

大
高
村	

拝
借
主	

山
口
源
兵
衛
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

㉖	

乍
恐
御
達
申
上
候
御
事（
春
日
井
郡
平
田
村
孫
四
郎
初
六
人
役
所
金
拝
借
御
願
ニ
付
）　　
（
文
化
一
四
年
）丑
一
二
月　
　

同
郡
下
之
郷
村	

庄
屋	

政
右
衛
門
㊞
→
御
小
納
戸	

　

	

御
役
所※

「
平
田
村
地
所
改
ニ
付
下
之
郷
村
庄
屋
ゟ
差
出
候
書
付
」
と
記
載
さ
れ
た
紙
が
貼
り
付
け
ら
れ
て
い
る
。

㉗	

乍
恐
奉
願
上
候
事（
御
役
所
金
五
百
両
拝
借
ニ
付
）　　
（
文
化
一
四
年
）丑
六
月　
　

竹
皮
屋	

治
郎
八
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
治
郎
八
は
春
日
井
郡
豊
場
村
蔵
吉
と
入
魂
と
の
こ
と
。
細
目
⑳
と
関
連
。

㉘	（
御
役
所
御
新
田
金
四
拾
両
借
用
証
文
）　　

文
政
五
年
午
一
二
月　
　

近
松
三
十
郎
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
近
松
三
十
郎
は
高
二
五
〇
石
。
知
行
所
春
日
井
郡
下
飯
田
村（
大
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

尾
五
─
五
〇
九
─
二	

〔
徳
川
家
文
書　

二
〕（
御
小
納
戸
金
借
用
証
文
）　	

（
文
化
元
年
〜
文
政
四
年
）	

	

横
綴	

一

①	

拝
借
仕
候
御
金
之
事（
御
役
所
金
弐
百
五
拾
両
拝
借
ニ
付
）　　

文
化
一
四
年
丑
一
二
月　
　

海
東
郡
小
津
村	

拝
借
主	

与
左
衛
門
㊞
外
一
七
名
→
御
小
納
戸
御
役
所

②	

拝
借
仕
候
御
金
之
事（
御
役
所
金
五
千
両
拝
借
ニ
付
）　　

文
政
元
年
寅
一
二
月　
　

水
口
屋	

伝
兵
衛
㊞
外
五
名
→
御
小
納
戸	

御
役
所

③	

借
入
申
金
子
之
事（
御
役
所
金
弐
百
両
ニ
付
）　　

文
政
二
年
卯
一
二
月　
　

寺
社
奉
行
所
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

④	（
御
役
所
御
新
田
金
五
拾
両
借
用
証
文
）　　

文
政
三
年
辰
一
二
月　
　

魚
住
半
右
衛
門
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
魚
住
半
右
衛
門
は
二
〇
〇
石
。
知
行
所
葉
栗
郡
大
毛
村（
北
方
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

⑤	（
御
役
所
御
新
田
金
廿
五
両
借
用
証
文
）　　

文
政
三
年
辰
一
二
月　
　

西
村
兵
右
衛
門
伊
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
西
村
兵
右
衛
門
は
高
一
〇
〇
石
。
知
行
所
春
日
井
郡
児
玉
村（
大
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

⑥	

拝
借
仕
金
子
之
事（
金
百
六
拾
両
拝
借
ニ
付
）　　

文
政
三
年
辰
一
二
月　
　

御
武
具
屋	

惣
左
衛
門
㊞
外
七
名
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
綴
か
ら
剥
が
れ
た
状
態
で
挟
み
込
ま
れ
て
い
る
。

⑦	（
御
役
所
御
新
田
金
三
百
弐
拾
両
借
用
証
文
）　　

文
政
三
年
辰
一
二
月　
　

渡
辺
半
十
郎
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
渡
辺
半
十
郎
は
高
二
〇
〇
〇
石
。
知
行
所
愛
知
郡
五
女
子
村（
大
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

⑧	（
御
役
所
御
新
田
金
三
拾
五
両
借
用
証
文
）　　

文
政
三
年
辰
一
二
月　
　

黒
田
六
一
郎
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
黒
田
六
一
郎
は
二
五
〇
石
。
知
行
所
丹
羽
郡
北
小
渕
村（
小
牧
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

⑨	（
御
役
所
御
新
田
金
五
拾
両
借
用
証
文
）　　

文
政
三
年
辰
一
二
月　
　

野
呂
瀬
主
税
介
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
野
呂
瀬
主
税
介
は
高
四
〇
〇
石
。
知
行
所
春
日
井
郡
九
之
坪
村（
清
須
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。	

⑩	（
御
役
所
御
新
田
金
八
拾
両
借
用
証
文
）　　

文
政
三
年
辰
一
二
月　
　

鈴
木
佐
吉
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
鈴
木
佐
吉
は
高
一
五
〇
石
。
知
行
所
愛
知
郡
米
野
村（
大
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

⑪	（
御
役
所
御
新
田
金
弐
百
両
借
用
証
文
）　　

文
政
三
年
辰
一
二
月　
　

水
野
内
蔵
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
水
野
内
蔵
は
高
一
二
六
〇
石
。
知
行
所
知
多
郡
河
和
村（
鳴
海
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

⑫	（
御
役
所
御
新
田
金
五
拾
両
借
用
証
文
）　　

文
政
三
年
辰
一
二
月　
　

外
岡
甚
大
夫
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
外
岡
甚
大
夫
は
高
一
五
〇
石
。
知
行
所
春
日
井
郡
下
末
村（
水
野
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。
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番
　
　
号	

表
　
　
題	

年
月
日		

作
成
者（
差
出
→
宛
所
）	

形
態
・
数
量

⑬	（
御
役
所
御
新
田
金
五
拾
両
借
用
証
文
）　　

文
政
三
年
辰
一
二
月　
　

桜
井
内
記
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
桜
井
内
記
は
高
七
〇
〇
石
。
知
行
所
中
嶋
郡
堀
之
内
村（
清
須
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

⑭	（
御
役
所
御
新
田
金
七
拾
両
借
用
証
文
）　　

文
政
三
年
辰
一
二
月　
　

筒
井
瀬
兵
衛
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
筒
井
瀬
兵
衛
は
高
一
〇
〇
石
。
知
行
所
春
日
井
郡
鍋
屋
上
野
村（
大
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

⑮	（
御
役
所
御
新
田
金
百
両
借
用
証
文
）　　

文
政
三
年
辰
一
二
月　
　

川
澄
平
三
郎
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
川
澄
平
三
郎
は
一
五
〇
石
。
知
行
所
春
日
井
郡
三
渕
村（
小
牧
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

⑯	（
御
役
所
御
新
田
金
拾
両
借
用
証
文
）　　

文
政
三
年
辰
一
二
月　
　

岩
田
金
之
丞
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
岩
田
金
之
丞
は
高
五
〇
〇
石
。
知
行
所
中
嶋
郡
妙
興
寺
村（
清
須
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

⑰	（
御
役
所
御
新
田
金
拾
両
借
用
証
文
）　　

文
政
三
年
辰
一
二
月　
　

堀
田
弥
右
衛
門
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
堀
田
弥
右
衛
門
は
高
三
五
〇
石
。
知
行
所
春
日
井
郡
二
子
村（
大
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

⑱	（
御
役
所
御
新
田
金
九
拾
両
借
用
証
文
）　　

文
政
四
年
巳
二
月　
　

稲
葉
七
蔵
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
稲
葉
七
蔵
は
高
四
〇
〇
石
。
知
行
所
中
嶋
郡
小
池
正
明
寺
村（
清
須
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

⑲	（
御
役
所
御
新
田
金
五
拾
両
借
用
証
文
）　　

文
政
四
年
巳
二
月　
　

塚
田
多
門
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
塚
田
多
門
は
高
一
五
〇
俵
。

⑳	（
御
役
所
御
新
田
金
五
拾
両
借
用
証
文
）　　

文
政
四
年
巳
二
月　
　

丹
羽
武
六
郎
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
丹
羽
武
六
郎
は
高
三
〇
〇
石
。
知
行
所
春
日
井
郡
法
成
寺
村（
清
須
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

㉑	（
御
役
所
御
新
田
金
百
両
借
用
証
文
）　　

文
政
四
年
巳
正
月　
　

安
井
弥
三
郎
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
安
井
弥
三
郎
は
高
三
〇
〇
石
。
知
行
所
海
東
郡
花
長
村（
清
須
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

㉒	（
御
役
所
御
新
田
金
借
用
証
文
）　　

文
政
四
年
巳
二
月　
　

服
部
栄
治
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
前
欠
。
服
部
栄
治
は
高
一
五
〇
石
。	

㉓	（
御
役
所
御
新
田
金
三
拾
両
借
用
証
文
）　　

文
政
四
年
巳
二
月　
　

水
野
與
右
衛
門
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
水
野
與
右
衛
門
は
高
四
〇
〇
石
。
知
行
所
丹
羽
郡
上
奈
良
村（
小
牧
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

㉔	（
御
役
所
御
新
田
金
百
両
借
用
証
文
）　　

文
政
四
年
巳
二
月　
　

渡
辺
兵
七
郎
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
渡
辺
兵
七
郎
は
高
四
〇
〇
石
。
知
行
所
海
西
郡
早
尾
村（
鵜
多
須
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

㉕	（
御
役
所
御
新
田
金
三
十
両
借
用
証
文
）　　

文
政
四
巳
二
月　
　

中
村
紋
三
郎
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
中
村
紋
三
郎
は
高
一
五
〇
石
。
知
行
所
中
島
郡
本
神
戸
村（
北
方
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

㉖	（
御
役
所
御
新
田
金
三
拾
両
借
用
証
文
）　　

文
政
四
年
巳
二
月　
　

山
澄
将
監
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
山
澄
将
監
は
高
四
〇
〇
〇
石
。
知
行
所
春
日
井
郡
上
野
村（
水
野
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

㉗	（
御
役
所
御
新
田
金
五
拾
両
借
用
証
文
）　　

文
政
四
年
巳
二
月　
　

中
野
庄
左
衛
門
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
中
野
庄
左
衛
門
は
高
一
五
〇
石
。
知
行
所
春
日
井
郡
三
渕
村（
水
野
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

㉘	（
御
役
所
御
新
田
金
百
五
拾
両
借
用
証
文
）　　

文
政
四
年
巳
二
月　
　

天
野
新
太
郎
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
天
野
新
太
郎
は
高
一
〇
〇
〇
石
。
知
行
所
中
嶋
郡
船
橋
村
・
北
麻
績
村（
清
須
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

㉙	（
御
役
所
御
新
田
金
五
拾
両
借
用
証
文
）　　

文
政
四
年
巳
二
月　
　

辻
源
之
丞
㊞
→
御
小
納
戸	
御
役
所
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※
辻
源
之
丞
は
高
一
〇
〇
石
。
知
行
所
春
日
井
郡
二
重
堀
村（
小
牧
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

㉚	（
御
役
所
御
新
田
金
廿
両
借
用
証
文
）　　

文
政
四
年
巳
二
月　
　

篠
岡
惣
八
郎
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
篠
岡
惣
八
郎
は
高
一
五
〇
石
。
知
行
所
春
日
井
郡
岩
崎
村（
小
牧
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

㉛	（
御
役
所
御
新
田
金
百
両
借
用
証
文
）　　

文
政
四
年
巳
二
月　
　

深
田
千
太
夫
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
深
田
千
太
夫
は
高
二
〇
〇
石
。
知
行
所
中
嶋
郡
上
牧
村（
鵜
多
須
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

㉜	（
御
役
所
御
新
田
金
百
両
借
用
証
文
）　　

文
政
四
年
巳
二
月　
　

大
塚
三
右
衛
門
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
大
塚
三
右
衛
門
は
高
一
〇
〇
石
。
知
行
所
愛
知
郡
御
器
所
村（
大
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

㉝	（
御
役
所
御
新
田
金
四
拾
両
借
用
証
文
）　　

文
政
四
年
巳
三
月　
　

毛
利
廉
次
郎
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
毛
利
廉
次
郎
は
高
二
〇
〇
石
。
知
行
所
丹
羽
郡
野
寄
村（
小
牧
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

㉞	（
御
役
所
御
新
田
金
弐
拾
両
借
用
証
文
）　　

文
政
四
年
巳
三
月　
　

川
崎
利
左
衛
門
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
川
崎
利
左
衛
門
は
高
二
五
〇
石
。
知
行
所
愛
知
郡
御
器
所
村（
大
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

㉟	（
御
役
所
御
新
田
金
六
拾
両
借
用
証
文
）　　

文
政
四
年
巳
三
月　
　

内
藤
又
左
衛
門
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
内
藤
又
左
衛
門
は
高
二
五
〇
石
。
知
行
所
中
嶋
郡
中
野
村（
清
須
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

㊱	（
御
役
所
御
新
田
金
弐
百
両
借
用
証
文
）　　

文
政
四
年
巳
三
月　
　

荒
川
主
馬
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
荒
川
主
馬
は
高
一
〇
〇
〇
石
。
知
行
所
春
日
井
郡
朝
日
村（
清
須
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

㊲	（
御
役
所
御
新
田
金
百
両
借
用
証
文
）　　

文
政
四
年
巳
三
月　
　

杉
山
藤
蔵
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
杉
山
藤
蔵
は
高
二
〇
〇
石
。
知
行
所
葉
栗
郡
浅
井
村（
北
方
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

㊳	（
御
役
所
御
新
田
金
百
両
借
用
証
文
）　　

文
政
四
年
巳
三
月　
　

酒
井
林
左
衛
門
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
酒
井
林
左
衛
門
は
高
三
〇
〇
石
。
知
行
所
海
東
郡
中
一
色
村（
佐
屋
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

㊴	（
御
役
所
御
新
田
金
五
拾
両
借
用
証
文
）　　

文
政
四
年
巳
三
月　
　

奥
田
仙
右
衛
門
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
奥
田
仙
右
衛
門
は
高
五
〇
〇
石
。
知
行
所
海
東
郡
花
正
村（
清
須
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

㊵	（
御
役
所
御
新
田
金
五
拾
両
借
用
証
文
）　　

文
政
四
年
巳
三
月　
　

近
松
与
次
右
衛
門
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
近
松
与
次
右
衛
門
は
高
一
五
〇
石
。
知
行
所
中
嶋
郡
山
崎
村（
鵜
多
須
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

㊶	（
御
役
所
御
新
田
金
百
五
拾
両
借
用
証
文
）　　

文
政
四
年
巳
三
月　
　

蔦
木
藤
左
衛
門
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
蔦
木
藤
左
衛
門
は
高
一
五
〇
石
。
知
行
所
春
日
井
郡
藤
嶋
村（
小
牧
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

㊷	（
御
役
所
御
新
田
金
百
両
借
用
証
文
）　　

文
政
四
年
巳
四
月　
　

小
野
寺
喜
六
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
小
野
寺
喜
六
は
高
二
〇
〇
石
。
知
行
所
中
嶋
郡
中
嶋
村（
清
須
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

㊸	（
御
役
所
御
新
田
金
三
拾
両
借
用
証
文
）　　

文
政
四
年
巳
四
月　
　

小
笠
原
惣
左
衛
門
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
小
笠
原
惣
左
衛
門
は
高
八
〇
〇
石
。
知
行
所
羽
栗（
葉
栗
）郡
玉
野
井
村（
北
方
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

尾
五
─
五
〇
九
─
三	

〔
徳
川
家
文
書　

三
〕（
御
小
納
戸
金
借
用
証
文
）	

	（
文
政
四
年
）	

	

横
綴	

一

①	

借
入
申
金
子
之
事（
清
浄
寺
殿
堂
修
復
入
用
金
八
拾
両
）　　

文
政
四
年
巳
四
月　
　

寺
社
奉
行
所
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

②	（
御
役
所
御
新
田
金
弐
拾
両
借
用
証
文
）　　

文
政
四
年
巳
四
月　
　

田
嶋
廉
十
郎
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
田
嶋
廉
十
郎
は
持
高
三
〇
〇
石
。
知
行
所
中
嶋
郡
奥
村（
北
方
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。
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番
　
　
号	

表
　
　
題	

年
月
日		

作
成
者（
差
出
→
宛
所
）	

形
態
・
数
量

③	（
御
役
所
御
新
田
金
五
拾
両
借
用
証
文
）　　

文
政
四
年
巳
四
月　
　

高
木
理
平
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
高
木
理
平
は
持
高
三
〇
〇
石
。
知
行
所
葉
栗
郡
玉
野
井
村（
北
方
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

④	（
御
役
所
御
新
田
金
六
拾
両
借
用
証
文
）　　

文
政
四
年
巳
四
月　
　

林
彦
八
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
林
彦
八
は
持
高
一
〇
〇
石
。
知
行
所
愛
知
郡
八
田
村（
大
御
代
官
支
配
）・
中
嶋
郡
日
下
部
村（
清
須
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

⑤	（
御
役
所
御
新
田
金
弐
拾
五
両
借
用
証
文
）　　

文
政
四
年
巳
四
月　
　

鈴
木
大
八
郎
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
端
裏
書
あ
り
。
鈴
木
大
八
郎
は
世
録
高
三
四
俵
。

⑥	（
御
役
所
御
新
田
金
拾
両
借
用
証
文
）　　

文
政
四
年
巳　
　

服
部
九
八
郎
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
綴
り
か
ら
は
ず
れ
た
状
態
で
挟
み
込
ま
れ
て
い
る
。
下
ヶ
札
あ
り
。
服
部
九
八
郎
は
高
一
五
〇
石
。
知
行
所
中
嶋
郡
花
井
方
村（
北
方
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

⑦	（
御
役
所
御
新
田
金
五
拾
両
借
用
証
文
）　　

文
政
四
年
巳
四
月　
　

加
藤
善
十
郎
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
端
裏
に
付
札
あ
り
。
加
藤
善
十
郎
は
高
二
五
〇
石
。
知
行
所
春
日
井
郡
西
島
村（
小
牧
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

⑧	（
御
役
所
御
新
田
金
百
両
借
用
証
文
）　　

文
政
四
年
巳
四
月　
　

林
又
左
衛
門
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
林
又
左
衛
門
は
持
高
八
〇
〇
石
。
知
行
所
海
東
郡
西
之
森
村（
佐
屋
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

⑨	（
御
役
所
御
新
田
金
百
両
借
用
証
文
）　　

文
政
四
年
巳
四
月　
　

長
屋
孫
吉
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
長
屋
孫
吉
は
持
高
五
〇
〇
石
。
知
行
所
中
嶋
郡
日
下
部
村（
清
須
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

⑩	（
御
役
所
御
新
田
金
百
両
借
用
証
文
）　　

文
政
四
年
巳
四
月　
　

三
浦
熊
吉
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
三
浦
熊
吉
は
持
高
一
五
〇
石
。
知
行
所
中
嶋
郡
横
野
村（
清
須
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

⑪	（
御
役
所
御
新
田
金
拾
五
両
借
用
証
文
）　　

文
政
四
年
巳
四
月　
　

横
井
弥
三
右
衛
門
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
横
井
弥
三
右
衛
門
は
持
高
二
五
〇
石
。
知
行
所
春
日
井
郡
村
中
村（
小
牧
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

⑫	（
御
役
所
御
新
田
金
百
両
借
用
証
文
）　　

文
政
四
年
巳
四
月　
　

平
岩
十
左
衛
門
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
平
岩
十
左
衛
門
は
持
高
八
〇
〇
石
。
知
行
所
春
日
井
郡
上
大
留
村（
水
野
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

⑬	（
御
役
所
御
新
田
金
三
拾
両
借
用
証
文
）　　

文
政
四
年
巳
四
月　
　

近
藤
三
平
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
近
藤
三
平
は
高
二
〇
〇
石
。
知
行
所
中
嶋
郡
大
塚
村（
清
須
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

⑭	（
御
役
所
御
新
田
金
五
拾
両
借
用
証
文
）　　

文
政
四
年
巳
四
月　
　

近
松
代
右
衛
門
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
近
松
代
右
衛
門
は
持
高
一
〇
〇
石
。
知
行
所
春
日
井
郡
鹿
田
村（
大
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

⑮	（
御
役
所
御
新
田
金
五
拾
両
借
用
証
文
）　　

文
政
四
年
巳
四
月　
　

長
坂
藤
右
衛
門
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
端
裏
に
付
札
あ
り
。
長
坂
藤
右
衛
門
は
持
高
一
二
五
石
。
知
行
所
春
日
井
郡
上
小
田
井
村（
大
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

⑯	（
御
役
所
御
新
田
金
五
拾
両
借
用
証
文
）　　

文
政
四
年
巳
四
月　
　

茅
原
田
清
右
衛
門
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
端
裏
に
付
札
あ
り
。
茅
原
田
清
右
衛
門
は
持
高
一
〇
〇
石
。
知
行
所
春
日
井
郡
上
小
田
井
村（
大
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

⑰	（
御
役
所
御
新
田
金
四
拾
四
両
借
用
証
文
）　　

文
政
四
年
巳
四
月　
　

海
部
伝
七
郎
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
海
部
伝
七
郎
は
持
高
一
〇
〇
石
。
知
行
所
丹
羽
郡
赤
童
子
村（
小
牧
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

⑱	（
御
役
所
御
新
田
金
五
拾
両
借
用
証
文
）　　

文
政
四
年
巳
四
月　
　

藤
田
市
蔵
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
端
裏
に
付
札
あ
り
。
藤
田
市
蔵
は
持
高
三
五
〇
石
。
知
行
所
海
東
郡
新
居
屋
村（
清
須
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

⑲	（
御
役
所
御
新
田
金
百
両
借
用
証
文
）　　

文
政
四
年
巳
四
月　
　

内
藤
喜
市
郎
㊞
→
御
小
納
戸	
御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
内
藤
喜
市
郎
は
持
高
五
〇
〇
石
。
知
行
所
中
嶋
郡
目
比
村（
清
須
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。
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⑳	（
御
役
所
御
新
田
金
百
両
借
用
証
文
）　　

文
政
四
年
巳
四
月　
　

竹
内
小
太
郎
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
竹
内
小
太
郎
は
持
高
一
五
〇
石
。
知
行
所
中
嶋
郡
梅
須
賀
村（
清
須
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

㉑	（
御
役
所
御
新
田
金
五
拾
両
借
用
証
文
）　　

文
政
四
年
巳
四
月　
　

丹
羽
源
三
郎
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
丹
羽
源
三
郎
は
持
高
二
五
〇
石
。
知
行
所
愛
知
郡
北
井
戸
田
村（
大
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

㉒	（
御
役
所
御
新
田
金
弐
拾
両
借
用
証
文
）　　

文
政
四
年
巳
四
月　
　

黒
田
六
一
郎
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
黒
田
六
一
郎
は
持
高
二
五
〇
石
。
知
行
所
海
西
郡
西
保
村（
佐
屋
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

㉓	（
御
役
所
御
新
田
金
七
拾
五
両
借
用
証
文
）　　

文
政
四
年
巳
四
月　
　

堀
江
斧
吉
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
堀
江
斧
吉
は
持
高
二
〇
〇
石
。
知
行
所
海
東
郡
落
合
村（
佐
屋
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

㉔	（
御
役
所
御
新
田
金
拾
七
両
借
用
証
文
）　　

文
政
四
年
巳
四
月　
　

安
井
弥
三
郎
院
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
安
井
弥
三
郎
は
持
高
三
〇
〇
石
。
知
行
所
愛
知
郡
四
女
子
村（
大
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

㉕	（
御
役
所
御
新
田
金
百
両
借
用
証
文
）　　

文
政
四
年
巳
四
月　
　

原
十
郎
兵
衛
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
原
十
郎
兵
衛
は
持
高
六
〇
〇
石
。
知
行
所
可
児
郡
二
之（
二
野
）村（
太
田
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

㉖	（
御
役
所
御
新
田
金
五
拾
両
借
用
証
文
）　　

文
政
四
年
巳
四
月　
　

林
勘
九
郎
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
林
勘
九
郎
は
持
高
三
〇
〇
石
。
知
行
所
中
嶋
郡
上
丸
渕
村（
鵜
多
須
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

㉗	（
御
役
所
御
新
田
金
三
拾
五
両
借
用
証
文
）　　

文
政
四
年
巳
四
月　
　

間
宮
織
江
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
間
宮
織
江
は
高
一
二
五
石
。
知
行
所
愛
知
郡
五
女
子
村（
大
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

㉘	（
御
役
所
御
新
田
金
百
弐
拾
両
借
用
証
文
）　　

文
政
四
年
巳
四
月　
　

水
野
藤
兵
衛
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
水
野
藤
兵
衛
は
持
高
三
五
〇
石
。
知
行
所
海
東
郡
助
光
村（
大
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

㉙	（
御
役
所
御
新
田
金
五
拾
両
借
用
証
文
）　　

文
政
四
年
巳
四
月　
　

松
平
九
兵
衛
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
松
平
九
兵
衛
は
持
高
三
〇
〇
石
。
知
行
所
愛
知
郡
中
野
高
畑
村（
大
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

㉚	（
御
役
所
御
新
田
金
七
拾
五
両
借
用
証
文
）　　

文
政
四
年
巳
四
月　
　

堀
江
斧
吉
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
堀
江
斧
吉
は
持
高
二
〇
〇
石
。
知
行
所
丹
羽
郡
浅
野
村（
小
牧
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

㉛	（
御
役
所
御
新
田
金
拾
五
両
借
用
証
文
）　　

文
政
四
年
巳
四
月　
　

間
宮
小
膳
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
間
宮
小
膳
は
持
高
一
〇
〇
石
。
知
行
所
中
嶋
郡
中
野
村（
鵜
多
須
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

㉜	（
御
役
所
御
新
田
金
百
両
借
用
証
文
）　　

文
政
四
年
巳
四
月　
　

堀
與
十
郎
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
堀
與
十
郎
は
持
高
三
〇
〇
石
。
知
行
所
春
日
井
郡
市
野
久
田
村（
小
牧
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

㉝	（
御
役
所
御
新
田
金
百
両
借
用
証
文
）　　

文
政
四
年
巳
四
月　
　

藤
田
市
蔵
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
藤
田
市
蔵
は
持
高
三
五
〇
石
。
知
行
所
春
日
井
郡
真
福
寺
村（
大
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

㉞	（
御
役
所
御
新
田
金
百
五
拾
両
借
用
証
文
）　　

文
政
四
年
巳
四
月　
　

中
條
多
膳
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
中
條
多
膳
は
持
高
一
五
〇
〇
石
。
知
行
所
中
島
郡
奥
田
村（
清
須
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

㉟	（
御
役
所
御
新
田
金
五
拾
両
借
用
証
文
）　　

文
政
四
年
巳
四
月　
　

市
江
鯉
右
衛
門
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
知
行
所
海
東
郡
石
作
村（
清
須
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

㊱	（
御
役
所
御
新
田
金
三
拾
両
借
用
証
文
）　　

文
政
四
年
巳
四
月　
　

田
辺
新
兵
衛
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
田
辺
新
兵
衛
は
持
高
五
〇
〇
石
。
知
行
所
春
日
井
郡
東
杉
村（
大
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

㊲	（
御
役
所
御
新
田
金
拾
六
両
借
用
証
文
）　　

文
政
四
年
巳
四
月　
　

市
川
平
七
郎
㊞
→
御
小
納
戸	
御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り（
破
損
）。
市
川
平
七
郎
は
高
二
〇
〇
石
。
知
行
所
春
日
井
郡
鍛
冶
ヶ
一
色
村（
清
須
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。
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番
　
　
号	

表
　
　
題	

年
月
日		

作
成
者（
差
出
→
宛
所
）	

形
態
・
数
量

㊳	（
御
役
所
御
新
田
金
五
拾
両
借
用
証
文
）　　

文
政
四
年
巳
四
月　
　

石
川
理
左
衛
門
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
石
川
理
左
衛
門
は
高
六
〇
〇
石
。
知
行
所
海
東
郡
坂
牧
村（
清
須
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

㊴	（
御
役
所
御
新
田
金
弐
百
両
借
用
証
文
）　　

文
政
四
年
巳
四
月　
　

千
賀
與
八
郎
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
千
賀
與
八
郎
は
持
高
一
四
〇
〇
石
余
。
知
行
所
愛
知
郡
露
橋
村（
大
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

㊵	（
御
役
所
御
新
田
金
六
拾
両
借
用
証
文
）　　

文
政
四
年
巳
四
月　
　

幡
野
弥
五
兵
衛
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
幡
野
弥
五
兵
衛
は
持
高
八
〇
〇
石
。
知
行
所
丹
羽
郡
上
浅
野
村（
小
牧
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

㊶	（
御
役
所
御
新
田
金
五
拾
両
借
用
証
文
）　　

文
政
四
年
巳
四
月　
　

藤
田
市
蔵
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
藤
田
市
蔵
は
持
高
三
五
〇
石
。
知
行
所
愛
知
郡
牛
立
村（
大
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

㊷	（
御
役
所
御
新
田
金
五
拾
両
借
用
証
文
）　　

文
政
四
年
巳
四
月　
　

毛
利
小
三
郎
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
毛
利
小
三
郎
は
持
高
二
一
〇
石
。
知
行
所
丹
羽
郡
五
日
市
場
村（
大
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

㊸	（
御
役
所
御
新
田
金
三
拾
両
借
用
証
文
）　　

文
政
四
年
巳
四
月　
　

高
木
源
小
左
衛
門
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
高
木
源
小
左
衛
門
は
持
高
一
七
五
石
。
知
行
所
中
嶋
郡
奥
田
村（
清
須
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

㊹	（
御
役
所
御
新
田
金
百
弐
拾
両
借
用
証
文
）　　

文
政
四
年
巳
四
月　
　

成
田
貞
之
右
衛
門
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
成
田
貞
之
右
衛
門
は
持
高
八
〇
〇
石
。
知
行
所
春
日
井
郡
法
成
寺
村（
清
須
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

㊺	（
御
役
所
御
新
田
金
五
拾
両
借
用
証
文
）　　

文
政
四
年
巳
四
月　
　

山
村
五
郎
兵
衛
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
山
村
五
郎
兵
衛
は
持
高
五
〇
〇
石
。
知
行
所
可
児
郡
伊
岐
津
志
村（
太
田
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

㊻	（
御
役
所
御
新
田
金
三
拾
両
借
用
証
文
）　　

文
政
四
年
巳　
　

大
嶋
蔀
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
大
嶋
蔀
は
持
高
二
〇
〇
石
。
知
行
所
愛
知
郡
部
田（
倍
田
）村（
鳴
海
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

㊼	（
御
役
所
御
新
田
金
百
五
拾
両
借
用
証
文
）　　

文
政
四
年
巳
五
月　
　

山
村
五
郎
兵
衛
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
山
村
五
郎
兵
衛
は
持
高
五
〇
〇
石
。
知
行
所
可
児
郡
伊
岐
津
志
村（
太
田
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

㊽	（
御
役
所
御
新
田
金
三
拾
両
借
用
証
文
）　　

文
政
四
年
巳
七
月　
　

大
森
庄
九
郎
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
大
森
庄
九
郎
は
持
高
一
五
〇
石
。
知
行
所
愛
知
郡
御
器
所
村（
大
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

㊾	（
御
役
所
御
新
田
金
三
拾
両
借
用
証
文
）　　

文
政
四
年
巳
七
月　
　

湯
本
又
四
郎
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
湯
本
又
四
郎
は
持
高
二
五
〇
石
。
知
行
所
春
日
井
郡
一
之
久
田
村（
小
牧
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

㊿	（
御
役
所
御
新
田
金
六
拾
両
借
用
証
文
）　　

文
政
四
年
巳
七
月　
　

安
井
弥
三
郎
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
安
井
弥
三
郎
は
持
高
三
〇
〇
石
。
知
行
所
愛
知
郡
四
女
子
村（
大
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。	

�	（
御
役
所
御
新
田
金
三
拾
両
借
用
証
文
）　　

文
政
四
年
巳
七
月　
　

加
藤
善
十
郎
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
加
藤
善
十
郎
は
持
高
二
五
〇
石
。
知
行
所
春
日
井
郡
田
楽
村（
水
野
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。	

�	（
御
役
所
御
新
田
金
弐
拾
両
借
用
証
文
）　　

文
政
四
年
巳
七
月　
　

山
澄
清
記
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
山
澄
清
記
は
持
高
一
五
〇
石
。
知
行
所
春
日
井
郡
瀬
古
村（
大
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。	

�	（
御
役
所
御
新
田
金
弐
拾
両
借
用
証
文
）　　

文
政
四
年
巳
七
月　
　

藤
井
喜
右
衛
門
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
藤
井
喜
右
衛
門
は
持
高
一
五
〇
石
。
知
行
所
春
日
井
郡
岩
崎
村（
小
牧
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。	

�	（
御
役
所
御
新
田
金
弐
百
両
借
用
証
文
）　　

文
政
四
年
巳
七
月　
　

高
木
八
郎
左
衛
門
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所
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※
高
木
八
郎
左
衛
門
は
持
高
一
五
〇
〇
石
。
知
行
所
春
日
井
郡
朝
日
村（
清
須
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

�	（
御
役
所
御
新
田
金
拾
両
借
用
証
文
）　　

文
政
四
年
巳
七
月　
　

渡
辺
与
七
郎
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
渡
辺
与
七
郎
の
知
行
所
中
嶋
郡
奥
田
村（
清
須
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。	

�	（
御
役
所
御
新
田
金
百
両
借
用
証
文
）　　

文
政
四
年
巳
七
月　
　

高
橋
司
書
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
渡
辺
与
七
郎
は
持
高
一
二
〇
〇
石
。
知
行
所
愛
知
郡
二
女
子
村（
大
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

�	（
御
役
所
御
新
田
金
五
拾
両
借
用
証
文
）　　

文
政
四
年
巳
七
月　
　

東
條
覚
左
衛
門
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
東
條
覚
左
衛
門
は
持
高
四
〇
〇
石
。
知
行
所
丹
羽
郡
南
小
渕
村（
小
牧
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

�	（
御
役
所
御
新
田
金
拾
五
両
借
用
証
文
）　　

文
政
四
年
巳
七
月　
　

高
木
源
五
左
衛
門
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
高
木
源
五
左
衛
門
は
持
高
一
七
五
石
。
知
行
所
中
嶋
郡
奥
田
村（
清
須
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

�	（
御
役
所
御
新
田
金
三
拾
両
借
用
証
文
）　　

文
政
四
年
巳
七
月　
　

稲
留
平
左
衛
門
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
稲
留
平
左
衛
門
は
持
高
四
〇
〇
石
。
知
行
所
愛
知
郡
中
郷
村（
大
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

�	（
御
役
所
御
新
田
金
三
拾
両
借
用
証
文
）　　

文
政
四
年
巳
七
月　
　

進
四
郎
左
衛
門
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
進
四
郎
左
衛
門
は
持
高
二
七
五
石
。
知
行
所
愛
知
郡
高
畑
村（
大
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

�	（
御
役
所
御
新
田
金
拾
両
借
用
証
文
）　　

文
政
四
年
巳
八
月　
　

佐
々
清
左
衛
門
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
佐
々
清
左
衛
門
は
持
高
一
〇
〇
石
。
知
行
所
春
日
井
郡
林
村（
水
野
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

尾
五
─
五
〇
九
─
四		　	〔
徳
川
家
文
書　

四
〕（
御
小
納
戸
金
借
用
証
文
）	

（
文
政
四
年
〜
天
保
九
年
）	

	

横
綴	

一

①	（
御
役
所
御
新
田
金
三
拾
両
借
用
証
文
）　　

文
政
四
年
巳
一
二
月　
　

林
又
左
衛
門
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
林
又
左
衛
門
は
持
高
八
〇
〇
石
。
知
行
所
愛
知
郡
日
比
津
村（
大
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

②	（
御
役
所
御
新
田
金
百
両
借
用
証
文
）　　

文
政
四
年
巳
一
二
月　
　

石
黒
丹
下
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
石
黒
丹
下
は
持
高
一
五
〇
〇
石
。
知
行
所
愛
知
郡
米
野
村（
大
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

③	（
御
役
所
御
新
田
金
拾
五
両
借
用
証
文
）　　

文
政
四
年
巳
一
二
月　
　

山
吹
采
女
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
山
吹
采
女
は
持
高
一
〇
〇
石
。
知
行
所
春
日
井
郡
二
重
堀
村（
小
牧
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

④	（
御
役
所
御
新
田
金
弐
拾
五
両
借
用
証
文
）　　

文
政
四
年
巳
一
二
月　
　

津
田
又
十
郎
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
津
田
又
十
郎
は
持
高
一
五
〇
石
。

⑤	

借
用
申
金
子
之
事（
御
新
田
金
七
百
七
拾
両
）　　

文
政
四
年
巳
一
二
月　
　

寺
社
奉
行
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
寺
社
之
輩
へ
手
当
方
繰
合
の
た
め
借
用
の
こ
と
。

⑥	

借
用
申
金
子
之
事（
御
役
所
金
三
百
両
）　　

文
政
四
年
巳
一
二
月　
　

御
船
手
役
所
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

⑦	（
御
役
所
御
新
田
金
拾
五
両
借
用
証
文
）　　

文
政
五
年
午
正
月　
　

柘
植
逸
八
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
柘
植
逸
八
は
持
高
一
五
〇
石
。
知
行
所
丹
羽
郡
上
奈
良
村（
小
牧
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

⑧	（
御
役
所
御
新
田
金
五
拾
両
借
用
証
文
）　　

文
政
五
年
午
正
月　
　

大
沢
金
次
郎
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
大
沢
金
次
郎
は
持
高
一
五
〇
石
。
知
行
所
丹
羽
郡
羽
根
村（
小
牧
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

⑨	（
御
役
所
御
新
田
金
弐
拾
両
借
用
証
文
）　　

文
政
五
年
午
正
月　
　

寺
西
九
平
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
寺
西
九
平
は
持
高
三
〇
〇
石
。
知
行
所
愛
知
郡
中
野
高
畑
村（
大
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

⑩	

拝
借
仕
候
御
金
之
事（
金
百
七
拾
五
両
）　　

文
政
五
年
午
五
月　
　

知
多
郡
亀
崎
村
庄
屋	

拝
借
主	
間
瀬
長
左
衛
門
㊞
ほ
か
六
名
→
御
小
納
戸	

御
役
所
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号	

表
　
　
題	

年
月
日		

作
成
者（
差
出
→
宛
所
）	

形
態
・
数
量

⑪	（
御
役
所
御
新
田
金
四
拾
両
借
用
証
文
）　　

文
政
五
年
午
七
月　
　

近
松
三
十
郎
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
近
松
三
十
郎
は
持
高
二
五
〇
石
。
知
行
所
春
日
井
郡
稲
生
村（
大
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

⑫	（
御
役
所
御
新
田
金
拾
五
両
借
用
証
文
）　　

文
政
五
年
午
七
月　
　

羽
鳥
猪
兵
衛
・
杉
山
源
六
郎
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
羽
鳥
猪
兵
衛
は
持
高
一
〇
〇
石
。
知
行
所
春
日
井
郡
法
成
寺
村（
清
須
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。
杉
山
源
六
郎
は
在
江
戸
に
て
代
判
。

⑬	（
御
役
所
御
新
田
金
弐
拾
五
両
借
用
証
文
）　　

文
政
五
年
午
七
月　
　

篠
岡
惣
八
郎
・
矢
部
彦
右
衛
門
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
篠
岡
惣
八
郎
は
持
高
一
五
〇
石
。
知
行
所
春
日
井
郡
岩
崎
村（
小
牧
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。
矢
部
彦
右
衛
門
は
在
江
戸
に
て
代
判
。

⑭	（
御
役
所
御
新
田
金
百
弐
拾
五
両
借
用
証
文
）　　

文
政
五
年
午
一
二
月　
　

長
野
八
郎
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
長
野
八
郎
は
持
高
一
二
〇
〇
石
。
知
行
所
愛
知
郡
日
比
津
村（
大
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

⑮	（
御
役
所
御
新
田
金
弐
拾
両
借
用
証
文
）　　

文
政
五
年
午
一
二
月　
　

長
野
五
郎
右
衛
門
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
長
野
五
郎
右
衛
門
は
持
高
七
〇
〇
石
。
知
行
所
海
東
郡
日
置
村（
佐
屋
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

⑯	（
御
役
所
御
新
田
金
弐
拾
両
借
用
証
文
）　　

文
政
五
年
午
一
二
月　
　

川
澄
三
郎
左
衛
門
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
川
澄
三
郎
左
衛
門
は
持
高
三
五
〇
石
。
知
行
所
海
東
郡
木
田
村（
清
須
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

⑰	

借
用
申
金
子
之
事（
御
新
田
金
五
拾
両
）　　

文
政
五
年
午
一
二
月　
　

寺
社
奉
行
所
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
寺
社
之
輩
へ
手
当
方
繰
合
の
た
め
借
用
の
こ
と
。

⑱	

借
用
申
金
子
之
事（
御
役
所
金
五
拾
両
）　　

文
政
五
年
午
一
二
月　
　

御
船
手
役
所
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

⑲	

借
用
申
金
子
之
事（
御
役
所
金
弐
百
両
）　　

文
政
五
年
午
一
二
月　
　

御
船
手
役
所
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

⑳	（
御
役
所
御
新
田
金
拾
両
借
用
証
文
）　　

文
政
五
年
午
一
二
月　
　

高
木
儀
十
郎
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
高
木
儀
十
郎
は
持
高
一
〇
〇
石
。
知
行
所
愛
知
郡
日
比
津
村（
大
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

㉑	（
御
役
所
御
新
田
金
弐
拾
両
借
用
証
文
）　　

文
政
五
年
午
一
二
月　
　

小
野
半
左
衛
門
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
小
野
半
左
衛
門
は
持
高
一
五
〇
石
。
知
行
所
春
日
井
郡
熊
野
庄
村（
小
牧
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

㉒	（
御
役
所
御
新
田
金
拾
五
両
借
用
証
文
）　　

文
政
五
年
午
一
二
月　
　

羽
鳥
猪
兵
衛
・
横
井
源
太
左
衛
門
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
羽
鳥
猪
兵
衛
は
持
高
一
〇
〇
石
。
知
行
所
春
日
井
郡
法
成
寺
村（
清
須
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。
横
井
源
太
左
衛
門
は
在
江
戸
に
つ
き
代

判
。

㉓	（
御
役
所
御
新
田
金
五
拾
五
両
借
用
証
文
）　　

文
政
五
年
午
一
二
月　
　

長
野
八
助
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
長
野
八
助
は
持
高
一
二
〇
〇
石
。
知
行
所
愛
知
郡
日
比
津
村（
大
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

㉔	（
御
役
所
御
新
田
金
弐
百
両
借
用
証
文
）　　

文
政
五
年
午
一
二
月　
　

高
木
八
郎
左
衛
門
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
高
木
八
郎
左
衛
門
は
持
高
一
五
〇
〇
石
。
知
行
所
春
日
井
郡
平
田
村（
清
須
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

㉕	（
御
役
所
御
新
田
金
四
拾
三
両
借
用
証
文
）　　

文
政
六
年
未
正
月　
　

帯
金
喜
三
郎
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
帯
金
喜
三
郎
の
知
行
所
春
日
井
郡
弥
勒
寺
村（
清
須
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

㉖	（
御
役
所
御
新
田
金
拾
両
借
用
証
文
）　　

文
政
六
年
未
正
月　
　

堀
江
小
十
郎
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
堀
江
小
十
郎
は
高
二
〇
〇
石
。
知
行
所
海
東
郡
落
合
村（
佐
屋
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

㉗	

覚（
有
脇
村
神
谷
儀
右
衛
門
御
役
所
金
五
百
両
拝
借
ニ
付
）　　

文
政
六
年
未
二
月
五
日　
　

寺
社
奉
行
所
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

㉘	（
御
役
所
御
新
田
金
六
両
借
用
証
文
）　　

文
政
六
年
未
二
月　
　

羽
鳥
猪
兵
衛
㊞
→
御
小
納
戸	
御
役
所
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※
羽
鳥
猪
兵
衛
の
知
行
所
春
日
井
郡
法
成
寺
村（
清
須
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

㉙	（
御
役
所
御
新
田
金
五
両
借
用
証
文
）　　

文
政
六
年
未
九
月　
　

石
原
三
郎
左
衛
門
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
石
原
三
郎
左
衛
門
は
高
四
〇
〇
石
。
知
行
所
春
日
井
郡
下
飯
田
村（
大
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

㉚	

覚（
御
役
所
金
五
拾
両
借
用
ニ
付
）　　

文
政
六
年
未
一
〇
月　
　

寺
社
奉
行
所
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

㉛	（
御
役
所
御
新
田
金
三
拾
両
借
用
証
文
）　　

文
政
六
年
未
一
二
月　
　

伊
部
兵
三
郎
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
伊
部
兵
三
郎
は
持
高
三
四
俵
。

㉜	

覚（
御
役
所
金
五
拾
両
借
用
ニ
付
）　　

文
政
六
年
未
一
二
月　
　

寺
社
奉
行
所
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

㉝	
覚（
御
役
所
金
百
両
借
用
ニ
付
）　　
（
文
政
六
年
）未
一
二
月
晦
日　
　

大
御
代
官
方
役
所
㊞
→
御
小
納
戸
御
役
所

㉞	（
御
役
所
御
新
田
金
三
拾
五
両
借
用
証
文
）　　

文
政
六
年
未
一
二
月　
　

下
方
左
十
郎
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
方
左
十
郎
は
高
一
五
〇
石
。
知
行
所
春
日
井
郡
上
条
村（
水
野
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

㉟	

借
用
申
金
子
之
事（
御
新
田
金
弐
百
両
）　　

文
政
七
年
申
三
月　
　

寺
社
奉
行
所
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
寺
社
之
輩
へ
手
当
方
繰
合
の
た
め
借
用
の
こ
と
。

㊱	

借
用
申
金
子
之
事（
御
新
田
金
三
拾
両
）　　

文
政
七
年
申
四
月　
　

寺
社
奉
行
所
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
寺
社
之
輩
へ
手
当
方
繰
合
の
た
め
借
用
の
こ
と
。

㊲	（
御
役
所
御
新
田
金
六
拾
両
借
用
証
文
）　　

文
政
七
年
申
四
月　
　

横
井
源
太
左
衛
門
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
横
井
源
太
左
衛
門
は
持
高
二
五
〇
石
。
知
行
所
春
日
井
郡
法
成
寺
村（
清
須
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

㊳	（
御
役
所
御
新
田
金
拾
両
借
用
証
文
）　　

文
政
七
年
申
七
月　
　

山
崎
宇
平
治
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
山
崎
宇
平
治
は
持
高
一
五
〇
石
。
知
行
所
中
嶋
郡
法
花
寺
村（
清
須
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

㊴	（
御
役
所
御
新
田
金
拾
五
両
借
用
証
文
）　　

文
政
七
年
申
七
月　
　

太
田
万
太
郎
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
太
田
万
太
郎
は
持
高
一
〇
〇
俵
。

㊵	（
御
役
所
御
新
田
金
拾
両
借
用
証
文
）　　

文
政
七
年
申
一
二
月　
　

平
野
弥
三
左
衛
門
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
平
野
弥
三
左
衛
門
は
高
一
五
〇
石
。
知
行
所
愛
知
郡
稲
葉
地
村（
大
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

㊶	（
御
役
所
御
新
田
金
四
拾
五
両
借
用
証
文
）　　

文
政
七
年
申
一
二
月　
　

鈴
木
重
左
衛
門
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
鈴
木
重
左
衛
門
は
高
一
五
〇
石
。
知
行
所
海
東
郡
木
田
村（
清
須
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

㊷	（
御
役
所
御
新
田
金
四
拾
五
両
借
用
証
文
）　　

文
政
七
年
申
一
二
月　
　

鈴
木
重
左
衛
門
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
鈴
木
重
左
衛
門
は
高
一
五
〇
石
。
知
行
所
海
東
郡
木
田
村（
清
須
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

㊸	（
御
役
所
御
新
田
金
拾
五
両
借
用
証
文
）　　

文
政
八
年
酉
五
月　
　

小
塩
安
左
衛
門
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
小
塩
安
左
衛
門
は
高
六
〇
〇
石
。
知
行
所
愛
知
郡
中
野
高
畑
村（
大
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

㊹	（
御
役
所
御
新
田
金
弐
拾
両
借
用
証
文
）　　

文
政
八
年
酉
七
月　
　

堀
田
弥
八
郎
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
堀
田
弥
八
郎
は
高
一
〇
〇
石
。
知
行
所
春
日
井
郡
光
音
寺
村（
大
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

㊺	（
御
役
所
御
新
田
金
拾
両
借
用
証
文
）　　

文
政
八
年
酉
七
月　
　

児
嶋
伊
兵
衛
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
児
嶋
伊
兵
衛
の
知
行
所
海
東
郡
篠
田
村（
清
須
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

㊻	

請
取
申
金
子
之
事（
金
六
百
五
拾
九
両
）　　

文
政
八
年
酉
七
月　
　

寺
社
奉
行
所
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

㊼	（
御
役
所
御
新
田
金
弐
拾
弐
両
借
用
証
文
）　　

文
政
八
年
酉
八
月　
　

田
辺
新
吉
㊞
→
御
小
納
戸	
御
役
所

※
田
辺
新
吉
は
高
二
〇
〇
石
。
知
行
所
丹
羽
郡
勝
栗
村（
小
牧
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。
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番
　
　
号	

表
　
　
題	

年
月
日		

作
成
者（
差
出
→
宛
所
）	

形
態
・
数
量

㊽	（
御
役
所
御
新
田
金
弐
拾
両
借
用
証
文
）　　

文
政
八
年
酉
八
月　
　

服
部
伊
八
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
服
部
伊
八
は
世
禄
高
三
〇
俵
。

㊾	（
御
役
所
御
新
田
金
十
五
両
借
用
証
文
）　　

文
政
八
年
酉
一
二
月　
　

奥
田
主
馬
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
奥
田
主
馬
は
持
高
一
二
〇
〇
石
。
知
行
所
愛
知
郡
高
畑
村（
大
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

㊿	（
御
役
所
御
新
田
金
三
拾
両
借
用
証
文
）　　

文
政
九
年
戌
五
月　
　

相
原
茂
十
郎
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
下
ヶ
札
あ
り
。
相
原
茂
十
郎
は
持
高
一
五
〇
石
。
知
行
所
春
日
井
郡
中
品
野
村（
水
野
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

�	
借
用
申
金
子
之
事（
御
役
所
御
新
田
金
五
拾
両
借
用
ニ
付
）　　

文
政
九
年
戌
一
二
月　
　

寺
社
御
奉
行
所
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

�	（
御
役
所
御
新
田
金
五
拾
両
借
用
証
文
）　　

文
政
一
〇
年
亥
二
月　
　

佐
藤
源
左
衛
門
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

※
伊
藤
源
左
衛
門
は
高
一
二
〇
〇
石
。
知
行
所
中
嶋
郡
宮
地
花
池
村（
北
方
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

�	

調
達
申
金
子
之
事（
役
所
御
用
ニ
付
令
調
達
正
金
三
千
両
請
取
ニ
付
）　　

文
政
一
〇
年
亥
一
二
月　
　

伊
藤
弥
平
㊞
ほ
か
三
人
→
笹
屋
惣
助
殿

※
包
紙
と
も
。
裏
書
あ
り
。

�	（
調
達
御
用
金
三
千
両
上
納
ニ
付
証
文
）　　

文
政
一
〇
年
亥
一
二
月　
　

笹
屋
惣
助
㊞
→
御
小
納
戸
御
役
所

※
海
東
郡
小
川
新
田（
大
御
代
官
支
配
）の
内
を
引
当
の
こ
と
。

�	

頭
書（
調
達
金
三
千
両
利
足
ニ
付
）　　
（
文
政
一
〇
年
）一
二
月　
　

御
小
納
戸
役
所
→
笹
屋
惣
助
江

�	

乍
恐
奉
願
上
候
御
事（
小
川
新
田
質
物
と
し
て
指
し
上
げ
た
御
役
所
金
五
千
両
返
済
猶
予
ニ
付
）　　
（
文
政
一
一
年
）子
一
〇
月　
　

水
口
屋
伝
兵
衛
㊞
→（
御
小
納
戸
役
所
）

※
包
紙
と
も
。

�	

拝
借
仕
候
金
子
之
事（
金
四
百
弐
拾
両
）　　

文
政
一
二
年
丑
三
月　
　

知
多
郡
大
高
村	

拝
借
主	

山
口
源
兵
衛
㊞
ほ
か
六
名
→
御
小
納
戸	

御
役
所

�	

借
用
申
金
子
之
事（
御
役
所
金
三
百
両
）　　

天
保
四
年
巳
一
二
月　
　

御
船
手
役
所
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

�	

借
用
申
金
子
之
事（
御
役
所
金
三
百
両
）　　

天
保
九
年
戌
一
二
月　
　

御
船
手
役
所
㊞
→
御
小
納
戸	

御
役
所

尾
五
─
五
〇
九
─
五	

〔
徳
川
家
文
書　

五
〕（
地
所
売
買
関
係
書
類
）	
（
安
政
二
年
〜
明
治
一
八
年
）	

	

横
綴	

一

①	

永
久
為
取
替
申
証
文
之
事（
知
多
郡
大
里
村
川
南
新
田
御
払
ニ
付
）　　

明
治
五
壬
申
年
三
月　
　

大
村
金
藏
㊞
→
中
野
惣
太
郎
殿
・
内
藤
銕
太
郎
殿

※
下
ヶ
札
あ
り
。
大
村
金
藏
は
安
政
元
年（
一
八
五
四
）に
大
里
村
川
北
新
田
を
開
発
し
た
町
人
。
川
南
新
田
は
嘉
永
四
年（
一
八
五
一
）に
神
野
源
兵
衛
が
開
発
し
た
新
田
。

②	

永
久
譲
渡
地
所
証
文
之
事（
大
里
村
川
南
地
先
新
田
一
円
）　　

安
政
二
年
卯
八
月　
　

成
岩
村	

沢
田
屋	

粂
助
㊞
ほ
か
三
人
→
大
里
村	

新
左
衛
門
殿
ほ
か
二
人

※
奥
書
あ
り
。

③	

永
久
譲
渡
地
所
証
文
之
事（
大
里
村
川
南
新
田
一
円
）　　

明
治
三
年
午
一
二
月　
　

大
里
村	

神
野
治
平
㊞
ほ
か
五
人
→
南
郡
御
出
張
所	

稲
垣
権
大
属
殿
ほ
か
三
人

④	（
知
多
郡
大
里
村
川
南
新
田
引
渡
ニ
付
書
状
）　　

明
治
四
辛
未
年
一
二
月　
　

名
古
屋
県
元
少
属	

牧
埜
吉
久
㊞
→
辰
巳
吉
兵
衛
殿

⑤	

地
所
売
渡
証
券（
知
多
郡
大
田
村
四
拾
三
番
其
外
字
川
南
新
田
畑
）　　

明
治
一
八
年
一
月
一
五
日　
　

橋
本
善
述
㊞
→
徳
川
義
禮
殿

※
形
態
は
縦
。
奥
書
あ
り
。
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五

⑥	

譲
渡
申
田
地
之
事（
知
多
郡
大
里
川
南
新
田
一
円
）　　

明
治
六
年
五
月　
　

知
多
郡
大
里
村	

大
村
時
憲
㊞
・
神
野
源
之
助
㊞
→
愛
知
県
貫
属
士
族	

永
田
益
衞
殿

※
形
態
は
縦
。
奥
書
あ
り
。「
愛
知
県
管
下
」
罫
紙
使
用
。

⑦	

知
多
郡
大
田
村
内
字
川
南
新
田
之
内
地
所
買
入
証
初
入
記　
　
（
明
治
）

※
形
態
は
縦
。

⑧	

副
証（
知
多
郡
大
田
村
五
十
四
番
字
川
南
新
田
畑
弐
反
壱
畝
七
歩
売
渡
ニ
付
）　　

明
治
一
五
年
八
月
二
二
日　
　

深
谷
清
兵
衛
㊞
→
徳
川
殿
御
邸	

御
役
所

※
形
態
は
縦
。
細
目
⑨
と
関
連
。

⑨	
地
所
売
渡
証
券（
知
多
郡
大
田
村
五
十
四
番
字
川
南
新
田
畑
弐
反
壱
畝
七
分
）　　

明
治
一
五
年
八
月
二
〇
日　
　

深
谷
清
兵
衛
㊞
ほ
か
一
人
→
徳
川
義
禮
殿
名
代
人	

橋
本
善
述
殿

※
奥
書
あ
り
。
細
目
⑧
と
関
連
。

⑩	
証（
知
多
郡
大
田
村
字
川
南
新
田
畑
弐
反
八
畝
弐
拾
八
分
売
渡
ニ
付
）　　

明
治
一
四
年
八
月
二
四
日　
　

服
部
乗
蓮
㊞
ほ
か
一
人
→
名
古
屋
区
大
曽
根
町	

橋
本
善
述
殿

※
形
態
は
縦
。
細
目
⑪
と
関
連
。

⑪	

地
所
売
渡
証
券（
知
多
郡
大
田
邨
四
十
三
番
其
外
字
川
南
新
田
畑
）　　

明
治
一
四
年
八
月
二
六
日　
　

服
部
乗
蓮
㊞
ほ
か
二
人
→
名
古
屋
区
大
曽
根
町	

橋
本
善
述
殿

※
奥
書
あ
り
。
細
目
⑩
と
関
連
。

⑫	

約
定
書（
知
多
郡
大
田
村
六
十
八
番
字
川
南
新
田
畑
）　　

明
治
一
四
年
一
二
月
一
七
日　
　

知
多
郡
大
田
村	

深
谷
清
兵
衛
㊞
→（
橋
本
善
述
）

⑬	

地
所
売
渡
証
券（
知
多
郡
大
田
村
六
十
八
番
字
川
南
新
田
畑
）　　

明
治
一
四
年
八
月
二
六
日　
　

知
多
郡
大
田
村	

深
谷
清
兵
衛
㊞
ほ
か
一
人
→
名
古
屋
区
大
曽
根
町	

橋
本

　
　

善
述
殿
・
名
古
屋
区
広
井
村	
辰
巳
守
殿

※
奥
書
あ
り
。

⑭	

証（
知
多
郡
大
田
村
四
十
七
番
其
外
字
川
南
新
田
畑
売
渡
ニ
付
）　　

明
治
一
四
年
一
二
月
一
六
日　
　

神
野
源
之
助
㊞
ほ
か
一
人
→
徳
川
義
禮
殿	

御
代
理	

橋
本
善
述
殿

※
形
態
は
縦
。
細
目
⑮
と
関
連

⑮	

地
所
売
渡
証
券（
知
多
郡
大
田
村
四
十
七
番
其
外
字
川
南
新
田
畑
）　　

明
治
一
四
年
一
二
月
一
六
日　
　

神
野
源
之
助
㊞
ほ
か
一
人
→
徳
川
義
禮
殿	

御
代
理	

橋
本
善
述
殿

※
奥
書
あ
り
。
細
目
⑭
と
関
連

⑯	

約
定
証（
知
多
郡
大
田
村
廿
番
字
川
南
新
田
畑
売
渡
ニ
付
）　　

明
治
一
四
年
九
月
六
日　
　

森
岡
久
三
郎
㊞
ほ
か
一
人
→
橋
本
善
述
殿	

代
理
深
谷
清
兵
衛
殿

※
形
態
は
縦
。
細
目
⑰
と
関
連
。

⑰	

地
所
売
渡
証
券（
知
多
郡
大
田
邨
二
十
番
字
川
南
新
田
畑
）　　

明
治
一
四
年
一
一
月
一
日　
　

森
岡
久
三
郎
㊞
ほ
か
一
人
→
名
古
屋
区
大
曽
根
町	

橋
本
善
述
殿

※
奥
書
あ
り
。
細
目
⑯
と
関
連
。

⑱	

証（
知
多
郡
大
田
村
三
番
其
外
字
川
南
新
田
畑
売
渡
ニ
付
）　　

明
治
一
四
年
一
一
月
五
日　
　

神
野
平
兵
衛
㊞
ほ
か
一
人
→
橋
本
善
述
殿

※
形
態
は
縦
。
細
目
⑲
と
関
連
。

⑲	

売
渡
証
券（
知
多
郡
大
田
村
三
番
其
外
字
川
南
新
田
畑
）　　

明
治
一
四
年
一
一
月
一
六
日　
　

神
野
平
兵
衛
㊞
ほ
か
一
人
→
橋
本
善
述
殿

※
奥
書
あ
り
。
細
目
⑱
と
関
連
。

⑳	

証（
知
多
郡
大
田
村
十
八
番
字
川
南
新
田
畑
売
渡
ニ
付
）　　

明
治
一
四
年
一
一
月　
　

大
村
與
吉
㊞
ほ
か
一
人
→
名
古
屋
区	

橋
本
善
述
殿

※
形
態
は
縦
。
細
目
㉑
と
関
連
。
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番
　
　
号	

表
　
　
題	

年
月
日		

作
成
者（
差
出
→
宛
所
）	

形
態
・
数
量

㉑	

地
所
売
渡
証
券（
知
多
郡
大
田
村
十
八
番
字
川
南
新
田
畑
）　　

明
治
一
四
年
一
一
月
八
日　
　

大
村
與
吉
㊞
ほ
か
一
人
→
買
請
人	

徳
川
義
禮
殿
・
名
代
人
橋
本
善
述
殿

※
奥
書
あ
り
。
細
目
⑳
と
関
連
。	

㉒	

地
所
売
渡
証
券（
知
多
郡
大
田
村
十
三
番
其
外
字
川
南
新
田
畑
）　　

明
治
一
四
年
一
一
月
二
六
日　
　

坂
伊
右
衛
門
㊞
ほ
か
一
人
→
買
請
人	

徳
川
義
禮
殿
・
名
代
人	

橋
本

　

	

善
述
殿※

形
態
は
縦
。
奥
書
あ
り
。

㉓	

証（
知
多
郡
大
田
村
十
七
番
字
川
南
新
田
畑
売
渡
ニ
付
）　　

明
治
一
四
年
一
一
月　
　

売
主	

神
野
ら
く
㊞
ほ
か
一
人
→
徳
川
義
禮
殿	

名
古
屋
区
大
曽
根
町	

名
代
人	

橋
本
善
述
殿

※
形
態
は
縦
。
細
目
㉔
と
関
連
。	

㉔	
地
処
売
渡
証
券（
知
多
郡
大
田
村
十
七
番
字
川
南
新
田
畑
）　　

明
治
一
四
年
一
一
月
二
七
日　
　

地
処
売
渡
主	

神
野
ら
く
㊞
ほ
か
一
人
→
徳
川
義
禮
名
代
人
名
古
屋
区
大

　

	

曽
根
町	
橋
本
善
述
殿

※
形
態
は
縦
。
細
目
㉓
と
関
連
。	

㉕	

証（
知
多
郡
大
田
村
八
十
番
字
川
南
新
田
畑
売
渡
ニ
付
）　　

明
治
一
四
年
一
二
月　
　

地
所
渡
主	

深
谷
幾
太
郎
㊞
ほ
か
一
人
→
徳
川
義
禮
殿	

名
古
屋
区
大
曽
根
町	

名
代
人	

　

	

橋
本
善
述
殿

※
形
態
は
縦
。
細
目
㉖
と
関
連
。

㉖	

地
処
売
渡
証
券（
知
多
郡
大
田
村
八
十
番
字
川
南
新
田
畑
）　　

明
治
一
四
年
一
二
月
二
〇
日　
　

売
渡
主	

深
谷
幾
太
郎
㊞
ほ
か
一
人
→
徳
川
義
禮
殿
名
代
人
名
古
屋
区
大	

　

	

曽
根
町	

橋
本
善
述
殿

※
奥
書
あ
り
。
細
目
㉕
と
関
連
。	

㉗	

約
定
証（
知
多
郡
大
田
村
七
十
一
番
字
川
南
新
田
畑
売
渡
ニ
付
）　　

明
治
一
四
年
一
二
月
二
一
日　
　

山
口
慶
左
衛
門
㊞
ほ
か
一
人
→
徳
川
殿
御
代
理	

橋
本
善
述
殿

※
形
態
は
縦
。
細
目
㉘
と
関
連
。

㉘	

地
処
売
渡
証
券（
知
多
郡
大
田
村
七
十
壱
番
字
川
南
新
田
畑
）　　

明
治
一
四
年
一
二
月
三
〇
日　
　

売
主	

山
口
慶
左
衛
門
㊞
ほ
か
一
人
→
橋
本
善
述
殿

※
奥
書
あ
り
。
細
目
㉗
と
関
連
。

㉙	

約
定
証（
知
多
郡
大
田
村
三
十
弐
番
其
外
字
川
南
新
田
畑
売
渡
ニ
付
）　　

明
治
一
四
年
一
二
月
二
〇
日　
　

売
渡
人	

大
村
平
蔵
㊞
ほ
か
一
人
→
徳
川
殿
御
代
理	

橋
本
善
述

　

	

殿

※
形
態
は
縦
。
細
目
㉚
と
関
連
。

㉚	

地
処
売
渡
証
券（
知
多
郡
大
田
村
三
十
四
番
其
外
字
川
南
新
田
畑
）　　

明
治
一
四
年
一
二
月
二
一
日　
　

売
渡
主	

大
村
平
蔵
㊞
ほ
か
一
人
→
徳
川
義
禮
名
代
人	

名
古
屋
区

　
　

大
曽
根
町	

橋
本
善
述
殿

※
奥
書
あ
り
。
細
目
㉙
と
関
連
。

㉛	

約
定
証（
知
多
郡
大
田
村
八
番
字
川
南
新
田
畑
売
渡
ニ
付
）　　

明
治
一
四
年
一
二
月
二
一
日　
　

売
渡
人	

大
村
市
太
郎
㊞
ほ
か
一
人
→
徳
川
殿
御
代
理	

橋
本
善
述
殿

※
形
態
は
縦
。
細
目
㉜
と
関
連
。

㉜	

地
所
売
渡
証
券（
知
多
郡
大
田
村
八
番
字
川
南
新
田
畑
）　　

明
治
一
五
年
一
月　
　

売
主	
大
村
市
太
郎
㊞
ほ
か
一
人
→
橋
本
善
述
殿

※
奥
書
あ
り
。
細
目
㉛
と
関
連
。

㉝	

証（
知
多
郡
大
田
村
六
番
字
川
南
新
田
畑
売
渡
ニ
付
）　　

明
治
一
四
年
九
月
七
日　
　

地
所
売
渡
人	
神
野
仁
左
衛
門
㊞
ほ
か
一
人
→
橋
本
善
述
殿
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※
形
態
は
縦
。
細
目
㉞
と
関
連
。

㉞	

地
処
売
渡
証
券（
知
多
郡
大
田
村
六
番
字
川
南
新
田
畑
）　　

明
治
一
四
年
一
二
月
二
一
日　
　

売
主	

神
野
仁
左
衛
門
㊞
ほ
か
一
人
→
橋
本
善
述
殿

※
奥
書
あ
り
。
細
目
㉝
と
関
連
。

㉟	

約
定
証（
知
多
郡
大
田
村
五
十
七
番
其
外
字
川
南
新
田
畑
売
渡
ニ
付
）　　

明
治
一
四
年
一
二
月
二
三
日　
　

地
所
売
渡
人	

神
野
市
郎
左
衛
門
㊞
ほ
か
一
人
→	（
橋
本
善
述
）

※
形
態
は
縦
。
細
目
㊱
と
関
連
。

㊱	

地
所
売
渡
証
券（
知
多
郡
大
田
村
七
十
九
番
其
外
字
川
南
新
田
畑
）　　

明
治
一
四
年
一
二
月
二
七
日　
　

売
渡
主	

神
野
市
郎
左
衛
門
㊞
ほ
か
一
人
→
橋
本
善
述
殿

※
奥
書
あ
り
。
細
目
㉟
と
関
連
。

㊲	
約
定
証（
知
多
郡
大
田
村
田
畑
売
渡
ニ
付
）　　

明
治
一
五
年
一
月
三
〇
日　
　

売
渡
人	

森
岡
伊
右
衛
門
㊞
ほ
か
一
人
→
徳
川
殿
御
邸
御
代
理	

橋
本
善
述
殿

※
形
態
は
縦
。

㊳	

地
所
売
渡
証
券（
知
多
郡
大
田
村
壱
番
其
外
字
川
南
新
田
）　　

明
治
一
五
年
二
月
一
二
日　
　

売
主	

森
岡
伊
右
衛
門
㊞
ほ
か
一
人
→
橋
本
善
述
殿

※
奥
書
あ
り
。

㊴	

約
定
証（
知
多
郡
大
田
村
田
畑
売
渡
ニ
付
）　　

明
治
一
五
年
一
月
二
四
日　
　

売
渡
人	

佐
治
勘
兵
衛
㊞
ほ
か
一
人
→
徳
川
殿
御
代
理	

橋
本
善
述
殿

※
細
目
㊵
と
関
連
。

㊵	

地
所
売
渡
証
券（
知
多
郡
大
田
村
十
一
番
字
川
南
新
田
畑
）　　

明
治
一
五
年
二
月
一
〇
日　
　

売
主	

佐
治
勘
兵
衛
㊞
ほ
か
一
人
→
橋
本
善
述
殿

※
奥
書
あ
り
。
細
目
㊴
と
関
連
。

㊶	

約
定
証（
知
多
郡
大
田
村
田
畑
売
渡
ニ
付
）　　

明
治
一
五
年
一
月
三
〇
日　
　

売
渡
人	

山
口
杢
右
衛
門
㊞
ほ
か
一
人
→
徳
川
殿
御
代
理	

橋
本
善
述
殿

※
形
態
は
縦
。

㊷	

地
所
売
渡
証
券（
知
多
郡
大
田
村
十
六
番
其
外
字
川
南
新
田
畑
）　　

明
治
一
五
年
二
月
一
二
日　
　

売
主	

山
口
杢
右
衛
門
㊞
ほ
か
一
人
→
橋
本
善
述
殿

※
奥
書
あ
り
。

㊸	

約
定
証（
知
多
郡
大
田
村
田
畑
売
渡
ニ
付
）　　

明
治
一
五
年
一
月
三
〇
日　
　

売
渡
人	

山
口
周
左
衛
門
㊞
ほ
か
一
人
→
徳
川
殿
御
代
理	

橋
本
善
述
殿

※
形
態
は
縦
。

㊹	

地
所
売
渡
証
券（
知
多
郡
大
田
村
九
番
其
外
字
川
南
新
田
畑
）　　

明
治
一
五
年
二
月
七
日　
　

売
主	

山
口
周
左
衛
門
㊞
ほ
か
一
人
→
橋
本
善
述
殿

※
奥
書
あ
り
。	

㊺	

約
定
証（
知
多
郡
大
田
村
田
畑
売
渡
ニ
付
）　　

明
治
一
五
年
一
月
三
〇
日　
　

売
渡
人	

山
口
十
五
郎
㊞
ほ
か
一
人
→
徳
川
殿
御
代
理	

橋
本
善
述
殿

※
形
態
は
縦
。

㊻	

地
所
売
証
券（
知
多
郡
大
田
村
六
十
壱
番
字
川
南
新
田
畑
）　　

明
治
一
五
年
二
月
一
二
日　
　

売
主	

山
口
重
五
郎
㊞
ほ
か
一
人
→
橋
本
善
述
殿

※
奥
書
あ
り
。

㊼	

約
定
証（
知
多
郡
大
田
村
田
畑
売
渡
ニ
付
）　　

明
治
一
五
年
一
月
三
〇
日　
　

売
渡
人	
井
上
新
六
㊞
ほ
か
一
人
→
徳
川
殿
御
代
理	

橋
本
善
述
殿

※
形
態
は
縦
。

㊽	

地
所
売
渡
証
券（
知
多
郡
大
田
村
二
十
七
番
其
外
字
川
南
新
田
畑
）　　

明
治
一
五
年
二
月
一
二
日　
　

売
主	

井
上
新
六
㊞
ほ
か
一
人
→
橋
本
善
述
殿

※
奥
書
あ
り
。
綴
か
ら
は
ず
れ
た
状
態
で
挟
み
込
ま
れ
て
い
る
。



尾
張
徳
川
家
文
書
目
録（
十
七
）

一
八

番
　
　
号	

表
　
　
題	

年
月
日		

作
成
者（
差
出
→
宛
所
）	

形
態
・
数
量

㊾	

約
定
証（
知
多
郡
大
田
村
六
十
番
字
川
南
新
田
畑
売
渡
ニ
付
）　　

明
治
一
五
年
四
月
七
日　
　

深
谷
清
兵
衛
㊞
→
徳
川
殿
御
代
理	

名
古
屋
区
大
曽
根
町	

橋
本
善
述
殿

※
形
態
は
縦
。
細
目
㊿
と
関
連
。	

㊿	

地
所
売
渡
証
券（
知
多
郡
大
田
村
六
十
番
字
川
南
新
田
畑
）　　

明
治
一
五
年
三
月
二
七
日　
　

深
谷
清
兵
衛
㊞
ほ
か
一
人
→
橋
本
善
述
殿

※
細
目
㊾
と
関
連
。

�	

約
定
証（
知
多
郡
大
田
村
六
十
七
番
字
川
南
新
田
畑
売
渡
ニ
付
）　　

明
治
一
五
年
四
月
二
七
日　
　

地
所
売
渡
人	

神
野
市
郎
左
衛
門
㊞
ほ
か
一
人
→
徳
川
義
禮
殿	

名
代
人	

　
	

橋
本
善
述
殿

※
形
態
は
縦
。
細
目
�
と
関
連
。

�	
地
所
売
渡
証
券（
知
多
郡
大
田
村
六
十
番
字
川
南
新
田
畑
）　　

明
治
一
五
年
四
月
二
八
日　
　

売
主	

神
野
市
郎
左
衛
門
㊞
ほ
か
一
人
→
橋
本
善
述
殿

※
奥
書
あ
り
。
細
目
�
と
関
連
。

�	

地
所
売
渡
証
券（
知
多
郡
大
田
村
二
十
九
番
字
川
南
新
田
畑
）　　

明
治
一
五
年
四
月
二
八
日　
　

売
主	

大
橋
利
左
衛
門
㊞
ほ
か
一
人
→
橋
本
善
述
殿

※
奥
書
あ
り
。

�	

地
所
売
渡
証
券（
知
多
郡
大
田
村
三
拾
番
字
川
南
新
田
畑
）　　

明
治
一
五
年
四
月
二
八
日　
　

売
主	

大
橋
利
左
衛
門
㊞
ほ
か
一
人
→
橋
本
善
述
殿

※
奥
書
あ
り
。

�	

地
所
売
渡
証
券（
知
多
郡
大
田
村
十
五
番
其
外
字
川
南
新
田
畑
）　　

明
治
一
五
年
三
月
二
七
日　
　

売
主	

神
野
仁
左
衛
門
㊞
ほ
か
一
人
→
橋
本
善
述
殿

※
奥
書
あ
り
。

�	

約
定
証
券（
知
多
郡
大
田
村
字
川
南
新
田
畑
売
渡
ニ
付
）　　

明
治
一
四
年　
　

佐
治
由
太
郎
始
五
拾
九
名	

惣
代
人	

尾
張
国
知
多
郡
大
田
村	

蟹
江
久
作
㊞
ほ
か
二
人
→
橋
本

　
　

善
述
殿

※
形
態
は
縦
。

�	

約
定
証（
知
多
郡
大
田
村
字
川
南
新
田
畑
売
渡
ニ
付
）　　

明
治
一
四
年
一
月　
　

深
谷
彦
六
始	

惣
代	

山
口
甚
八
㊞
ほ
か
一
名
→
徳
川
義
禮
殿
御
代
理	

橋
本
善
述
殿

※
形
態
は
縦
。

�	

約
定
証（
畑
売
渡
ニ
付
）　　

明
治
一
四
年
一
二
月
二
一
日　
　

神
野
平
兵
衛
㊞
→
徳
川
殿
御
代
理	

橋
本
善
述
殿

※
形
態
は
縦
。

�	

約
定
証（
知
多
郡
大
田
村
字
川
南
新
田
村
益
之
内
畑
売
渡
ニ
付
）　　

明
治
一
四
年
一
二
月
二
〇
日　
　

神
野
柳
治
郎
㊞
ほ
か
一
人
→
徳
川
殿
御
代
理	

名
古
屋
区
大
曽
根
町	

　
　

橋
本
善
述
殿

※
形
態
は
縦
。

�	

約
定
証（
知
多
郡
大
田
村
村
益
畑
売
渡
ニ
付
）　　

明
治
一
四
年
一
二
月
二
一
日　
　

森
岡
新
七
㊞
ほ
か
一
人
→（
橋
本
善
述
）

※
形
態
は
縦
。

�	

約
定
証（
知
多
郡
大
田
村
字
川
南
新
田
村
益
畑
売
渡
ニ
付
）　　

明
治
一
四
年
一
二
月
二
一
日　
　

大
村
市
左
衛
門
㊞
ほ
か
一
人
→
徳
川
殿
御
代
理	

橋
本
善
述
殿

※
形
態
は
縦
。

�	

約
定
証（
知
多
郡
大
田
村
字
川
南
新
田
村
益
畑
売
渡
ニ
付
）　　

明
治
一
四
年
一
二
月
二
一
日　
　

神
野
治
郎
八
㊞
ほ
か
三
人
→
徳
川
殿
御
代
理	

橋
本
善
述
殿

※
形
態
は
縦
。



尾
張
徳
川
家
文
書
目
録（
十
七
）

一
九

�	

譲
渡
証
券（
知
多
郡
大
里
村
廿
七
字
川
北
新
田
三
拾
二
番
其
外
田
畑
譲
渡
ニ
付
）　　

明
治
九
年
一
二
月　
　

譲
渡
人	

清
若
霊
光
㊞
ほ
か
一
人
→
永
田
益
衞
殿

※
奥
書
あ
り
。
細
目
�
〜
�
と
関
連
。

�	

地
所
売
渡
証
券（
知
多
郡
大
田
村
百
廿
七
番
其
外
字
川
北
新
田
新
開
試
作
田
畑
）　　

明
治
一
四
年
五
月
三
〇
日　
　

売
渡
人	

永
田
益
衞
㊞
ほ
か
一
人
→
徳
川
義
禮
殿

※
奥
書
あ
り
。

�	

添
書
之
事（
譲
渡
証
券
）　　

明
治
九
年
一
二
月　
　

大
邨
時
憲
㊞
→
永
田
益
衞
殿

※
細
目
�
�
�
と
関
連
。

�	（
地
券
証
弐
通
受
取
書
）　　

明
治
一
〇
年
一
月
二
六
日　
　

大
邨
時
憲
㊞
→
徳
川
御
邸
御
中

※
細
目
�
�
�
と
関
連
。

�	
約
定
書（
大
里
村
字
川
北
新
田
之
内
田
畑
譲
渡
ニ
付
）　　

明
治
九
年
一
二
月
二
四
日　
　

新
田
譲
主	

清
若
霊
光
㊞
ほ
か
一
名
→
永
田
益
衞
殿

※
細
目
�
�
�
と
関
連
。

尾
五
─
五
〇
九
─
六	

〔
徳
川
家
文
書　

六
〕（
道
徳
前
新
田
米
入
札
書
類
他
）	

（
明
治
五
年
〜
同
一
三
年
）	

	

横
綴	

一

①	

記（
道
徳
前
新
田
米
三
百
拾
壱
俵
御
払
米
申
請
度
ニ
付
）　　
（
明
治
一
〇
年
）丑
八
月
六
日　
　

和
歌
さ
や	

久
三
郎
→
上

※
朱
書
で
袖
に
「
二
」、
奧
に
「
弐
号
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

②	

記（
納
米
三
百
俵
上
納
ニ
付
）　　

明
治
一
〇
年
丑
八
月
八
日　
　

大
曽
根
町	

山
本
屋
喜
兵
衛
→
徳
川
様	

御
役
所

※
綴
か
ら
は
ず
れ
た
状
態
で
挟
み
込
ま
れ
て
い
る
。

③	

記（
道
徳
新
田
壱
畝
ニ
付
弐
斗
三
合
五
勺
）　　
（
明
治
）　　

志
水
利
兵
衛
→

※
袖
に
朱
書
で
「
五
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
綴
か
ら
は
ず
れ
た
状
態
で
挟
み
込
ま
れ
て
い
る
。

④	

記（
道
徳
御
新
田
納
米
三
百
拾
壱
俵
御
払
願
）　　

明
治
一
〇
年
丑
八
月
七
日　
　

大
曽
根
丁	

山
本
屋
喜
兵
衛	

代
理
和
泉
屋
才
助
→
徳
川
様	

御
役
所

⑤	

仕
切（
魚
代
金
相
渡
）　　
（
明
治
八
年
）亥
一
月
一
六
日　
　

小
貝
甚
三
郎
㊞
→
道
徳	

御
川

※
印
文
「
尾
張
国
宮	

魚
問
屋	

小
貝
神
三
郎
」。	

⑥	

仕
切（
魚
代
金
相
渡
）　　
（
明
治
八
年
）亥
一
月
一
八
日　
　

小
貝
甚
三
郎
㊞
→
道
徳	

御
川

⑦	

仕
切（
魚
代
金
相
渡
）　　
（
明
治
八
年
）亥
一
月
五
日　
　

大
森
又
三
郎
㊞
→
道
徳
御
川	

御
会
所

⑧	

仕
切（
魚
代
金
相
渡
）　　
（
明
治
八
年
）亥
一
月
一
七
日　
　

小
貝
甚
三
郎
㊞
→
道
徳	

御
川

※
綴
か
ら
は
ず
れ
た
状
態
で
挟
み
込
ま
れ
て
い
る
。	

⑨	

仕
切（
魚
代
金
相
渡
）　　
（
明
治
八
年
）亥
一
月
一
五
日　
　

小
貝
甚
三
郎
㊞
→
道
徳	

御
川

※
綴
か
ら
は
ず
れ
た
状
態
で
挟
み
込
ま
れ
て
い
る
。	

⑩	

仕
切（
魚
代
金
相
渡
）　　
（
明
治
八
年
）亥
一
月
五
日　
　

小
貝
甚
三
郎
→
道
徳	
御
川

⑪	

記（
千
四
百
本
桧
三
五
割
杭
）　　
（
明
治
）五
月
二
七
日　
　

材
彦
㊞
→
森
喜
左
衛
門
様

※
印
文
「
材
彦	

愛
知
県
第
二
大
区
船
方
新
田
」。
貼
紙
あ
り
。

⑫	

仕
切（
魚
代
金
相
渡
）　　
（
明
治
八
年
）亥
一
月
二
〇
日　
　

小
貝
甚
三
郎
㊞
→
道
徳	
御
川

⑬	

記（
道
徳
新
田
御
蔵
米
五
拾
俵
入
札
ニ
付
）　　
（
明
治
）八
月
五
日　
　

松
兵
衛
㊞
→
上

※
袖
に
朱
書
で
「
三
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。



尾
張
徳
川
家
文
書
目
録（
十
七
）

二
〇

番
　
　
号	

表
　
　
題	

年
月
日		

作
成
者（
差
出
→
宛
所
）	

形
態
・
数
量

⑭	

記（
道
徳
御
新
田
納
米
弐
百
六
十
壱
俵
申
請
度
ニ
付
）　　

明
治
一
〇
年
丑
八
月
六
日　
　

大
曽
根
丁	

山
本
屋
喜
兵
衛	

代
理	

和
泉
屋
才
助
㊞
→
徳
川
様	

御
役
所

⑮	

仕
切（
魚
代
金
相
渡
）　　
（
明
治
八
年
）亥
一
月
二
二
日　
　

大
森
又
三
郎
㊞
→
道
徳
御
川	

御
会
所

⑯	

仕
切（
魚
代
金
相
渡
）　　
（
明
治
八
年
）亥
一
月
二
二
日　
　

小
貝
甚
三
郎
㊞
→
道
徳	

御
川

⑰	

覚（
道
徳
新
田
米
百
石
入
札
ニ
付
）　　
（
明
治
）九
月
六
日　
　

米
や	

松
兵
衛
㊞
→
上

※
袖
に
朱
書
で
「
壱
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

⑱	

記（
米
入
札
ニ
付
）　　
（
明
治
）七
月
一
〇
日　
　

山
本
屋	

喜
兵
衛
→（
上
）

※
袖
に
朱
書
で
「
壱
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。	

⑲	（
納
米
拾
弐
石
申
請
ニ
付
覚
）　　
（
明
治
）七
月
一
〇
日　
　

米
屋	

久
七
→
上

※
袖
に
朱
書
で
「
三
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
綴
か
ら
は
ず
れ
た
状
態
で
挟
み
込
ま
れ
て
い
る
。

⑳	

記（
納
米
御
払
百
弐
石
五
斗
申
請
ニ
付
）　　
（
明
治
）九
月
七
日　
　

山
口
屋	

利
助
→
上

※
袖
に
朱
書
で
「
四
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

㉑	

記（
稲
荷
新
田
納
米
百
七
拾
三
俵
其
外
御
払
申
請
ニ
付
）　　
（
明
治
）七
月
一
〇
日　
　

大
屋	

光
三
㊞
→（
上
）

※
袖
に
朱
書
で
「
五
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
下
ヶ
札
あ
り
。
印
文
「
名
古
屋	

納
屋
町	

大
光
」。

㉒	

記（
道
徳
新
田
米
百
四
拾
石
御
払
申
請
ニ
付
）　　
（
明
治
七
年
）戌
五
月
二
五
日　
　

大
屋
光
三
㊞
→（
上
）

※
袖
に
朱
書
で
「
六
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
綴
か
ら
は
ず
れ
た
状
態
で
挟
み
込
ま
れ
て
い
る
。
細
目
㉓
㉔
と
一
緒
に
貼
り
付
け
ら
れ
て
い
る
。	

㉓	

覚（
導
得
新
田
納
米
百
四
拾
石
御
払
願
）　　
（
明
治
）五
月
二
四
日　
　

近
江
屋	

伊
助
→（
上
）

※
袖
に
朱
書
で
「
二
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
綴
か
ら
は
ず
れ
た
状
態
で
挟
み
込
ま
れ
て
い
る
。
細
目
㉒
㉔
と
一
緒
に
貼
り
付
け
ら
れ
て
い
る
。	

㉔	

記（
道
徳
新
田
米
百
四
拾
石
申
請
ニ
付
）　　
（
明
治
七
年
）戌
五
月
二
五
日　
　

大
屋	

光
三
㊞
→

※
細
目
㉒
㉓
と
一
緒
に
貼
り
付
け
ら
れ
て
い
る
。

㉕	

記（
道
徳
納
米
百
四
拾
石
入
札
申
請
ニ
付
）　　
（
明
治
七
年
）戌
五
月
二
五
日　
　

万
屋	

甚
兵
衛
→

※
綴
か
ら
は
ず
れ
た
状
態
で
挟
み
込
ま
れ
て
い
る
。

㉖	

記（
道
徳
納
米
百
四
拾
石
入
札
申
請
ニ
付
）　　
（
明
治
七
年
）戌
五
月
二
五
日　
　

万
屋	

甚
兵
衛
→

㉗	

覚（
道
徳
新
米
御
蔵
米
拾
石
御
払
下
願
）　　
（
明
治
）五
月
二
五
日　
　

松
兵
衛
㊞
→

㉘	

記（
納
米
百
四
拾
石
入
札
ニ
付
）　　
（
明
治
七
年
）戌
五
月
二
四
日　
　

米
屋
善
七
・
米
屋
治
兵
衛
→
上

※
朱
書
で
「
一
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

㉙	（
飛
嶋
納
米
九
十
八
石
・
稲
荷
新
田
納
米
四
石
五
斗
入
札
申
請
ニ
付
）　　
（
明
治
七
年
）戌
九
月
七
日　
　

万
屋	

甚
兵
衛
→

※
朱
書
で
「
七
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

㉚	（
飛
嶋
九
拾
八
石
・
稲
荷
新
田
四
石
五
斗
御
払
申
請
ニ
付
）　　
（
明
治
七
年
）戌
九
月
七
日　
　

大
屋	

光
三
→

※
朱
書
で
「
六
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

㉛	

記（
御
蔵
米
百
石
御
払
米
申
請
ニ
付
）　　
（
明
治
）九
月
七
日　
　

若
狭
屋	

久
三
郎
→
上

※
朱
書
で
「
三
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

㉜	（
飛
嶋
新
田
米
九
十
八
石
・
稲
荷
新
田
米
四
石
五
斗
申
請
ニ
付
覚
）　　
（
明
治
七
年
）戌
九
月
七
日　
　

万
屋	

甚
兵
衛
→

※
朱
書
で
「
五
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
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㉝	

記（
壱
割
米
御
払
米
申
請
ニ
付
）　　
（
明
治
）四
月
一
一
日　
　

若
狭
屋	

久
三
郎
→

※
綴
か
ら
は
ず
れ
た
状
態
で
挟
み
込
ま
れ
て
い
る
。

㉞	

記（
広
井
三
重
皮
納
米
・
材
惣
納
米
申
請
度
ニ
付
）　　
（
明
治
）四
月
一
三
日　
　

萬
屋	

甚
兵
衛
→

※
綴
か
ら
は
ず
れ
た
状
態
で
挟
み
込
ま
れ
て
い
る
。
朱
書
で
「
六
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

㉟	

覚（
材
惣
口
・
広
井
御
屋
敷
御
蔵
米
入
札
ニ
付
）　　
（
明
治
）四
月
一
三
日　
　

松
兵
衛
㊞
→
上

※
綴
か
ら
は
ず
れ
た
状
態
で
挟
み
込
ま
れ
て
い
る
。
朱
書
で
「
壱
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

㊱	

記（
広
井
・
材
惣
口
御
蔵
米
申
請
ニ
付
）　　
（
明
治
）四
月
一
三
日　
　

鈴
木
茂
右
衛
門
→
上

※
朱
書
で
「
弐
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

㊲	
口
上（
米
拾
石
入
札
ニ
付
）　　
（
明
治
七
年
）戌
四
月
一
三
日　
　

万
や	

與
八
→
上

※
綴
か
ら
は
ず
れ
た
状
態
で
挟
み
込
ま
れ
て
い
る
。

㊳	

記（
稲
荷
新
田
米
入
札
申
請
ニ
付
）　　
（
明
治
七
年
）戌
七
月
一
〇
日　
　

万
屋	

甚
兵
衛
→

※
綴
か
ら
は
ず
れ
た
状
態
で
挟
み
込
ま
れ
て
い
る
。

㊴	

記（
飛
嶋
納
米
百
弐
石
五
斗
申
請
ニ
付
）　　
（
明
治
七
年
）戌
七
月
一
〇
日　
　

車
や	

理
左
衛
門
→
上

※
綴
か
ら
は
ず
れ
た
状
態
で
挟
み
込
ま
れ
て
い
る
。
細
目
㊵
と
一
緒
に
貼
り
付
け
ら
れ
て
い
る
。

㊵	

記（
納
小
俵
米
八
拾
弐
俵
現
金
申
請
度
願
）　　
（
明
治
）四
月
一
三
日　
　

中
広
井
町	

米
屋
喜
七
㊞
→
上
様

※
綴
か
ら
は
ず
れ
た
状
態
で
挟
み
込
ま
れ
て
い
る
。
細
目
㊴
と
一
緒
に
貼
り
付
け
ら
れ
て
い
る
。

㊶	

記（
納
米
百
七
拾
三
俵
其
外
申
受
ニ
付
）　　
（
明
治
）七
月
一
〇
日　
　

山
口
屋	

利
兵
衛
→
上

㊷	

入
札（
道
徳
新
田
米
三
百
俵
斗
御
払
被
下
度
願
）　　

明
治
一
〇
年
八
月
六
日　
　

一
区
祢
宜
町
二
丁
目	

伊
藤
治
兵
衛
㊞
→
上

※
袖
に
朱
書
で
「
四
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

㊸	

仕
切（
魚
代
金
相
渡
）　　
（
明
治
八
年
）亥
一
月
二
八
日　
　

小
貝
甚
三
郎
㊞
→
道
徳	

御
川

㊹	

仕
切（
魚
代
金
相
渡
）　　
（
明
治
八
年
）亥
一
月
二
六
日　
　

小
貝
甚
三
郎
㊞
→
道
徳	

御
川

㊺	

仕
切（
魚
代
金
相
渡
）　　
（
明
治
八
年
）亥
一
月
二
六
日　
　

大
森
又
三
郎
㊞
→
道
徳
御
川	

御
会
所

㊻	

仕
切（
魚
代
金
相
渡
）　　
（
明
治
八
年
）亥
一
月
二
七
日　
　

小
貝
甚
三
郎
㊞
→
道
徳	

御
川

㊼	

仕
切（
魚
代
金
相
渡
）　　
（
明
治
八
年
）亥
一
月
二
五
日　
　

小
貝
甚
三
郎
㊞
→
道
徳	

御
川

㊽	

仕
切（
魚
代
金
相
渡
）　　
（
明
治
八
年
）亥
一
月
二
五
日　
　

大
森
又
三
郎
㊞
→
道
徳
御
川	

御
会
所

㊾	

仕
切（
魚
代
金
相
渡
）　　
（
明
治
八
年
）亥
一
月
三
〇
日　
　

小
貝
甚
三
郎
㊞
→
道
徳	

御
川

㊿	

仕
切（
魚
代
金
相
渡
）　　
（
明
治
八
年
）亥
一
月
三
〇
日　
　
（
大
森
）又
三（
郎
）㊞
→
道
徳
御
川	

御
会
所

�	

仕
切（
魚
代
金
相
渡
）　　
（
明
治
八
年
）亥
一
月
三
〇
日　
　

小
貝
甚
三
郎
㊞
→
道
徳	

御
川

�	

仕
切（
魚
代
金
相
渡
）　　
（
明
治
八
年
）亥
一
月
二
八
日　
　

大
森
又
三
郎
㊞
→
道
徳
御
川	

御
会
所

�	

仕
切（
魚
代
金
相
渡
）　　
（
明
治
八
年
）亥
一
月
二
八
日　
　

小
貝
甚
三
郎
㊞
→
道
徳	

御
川

�	

仕
切（
魚
代
金
相
渡
）　　
（
明
治
八
年
）亥
一
月
二
八
日　
　
（
大
森
）又
三（
郎
）→
道
徳
御
川	

御
会
所

�	

仕
切（
魚
代
金
相
渡
）　　
（
明
治
六
年
）酉
一
二
月
一
六
日　
　

小
貝
甚
三
郎
㊞
→
道
徳	
御
川

�	

仕
切（
魚
代
金
相
渡
）　　
（
明
治
六
年
）酉
一
二
月
一
七
日　
　

大
森
又
三
郎
㊞
→
道
徳
御
川	
御
会
所

�	

仕
切（
魚
代
金
相
渡
）　　
（
明
治
六
年
）酉
一
二
月
一
七
日　
　

小
貝
甚
三
郎
㊞
→
道
徳	

御
川

�	

仕
切（
魚
代
金
相
渡
）　　
（
明
治
六
年
）酉
一
二
月
一
八
日　
　

大
森
又
三
郎
㊞
→
道
徳
御
川	
御
会
所

◯000
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表
　
　
題	

年
月
日		

作
成
者（
差
出
→
宛
所
）	

形
態
・
数
量

�	

仕
切（
魚
代
金
相
渡
）　　
（
明
治
六
年
）酉
一
二
月
一
九
日　
　

大
森
又
三
郎
㊞
→
道
徳
御
川	

御
会
所

�	

仕
切（
魚
代
金
相
渡
）　　
（
明
治
六
年
）酉
一
二
月
一
八
日　
　

小
貝
甚
三
郎
㊞
→
道
徳	

御
川

�	

仕
切（
魚
代
金
相
渡
）　　
（
明
治
六
年
）酉
一
二
月
一
五
日　
　

大
森
又
三
郎
㊞
→
道
徳
御
川	

御
会
所

�	

仕
切（
魚
代
金
相
渡
）　　
（
明
治
六
年
）酉
一
二
月
一
五
日　
　

小
貝
甚
三
郎
㊞
→
道
徳	

御
川

�	

仕
切（
魚
代
金
相
渡
）　　
（
明
治
六
年
）酉
一
二
月
一
四
日　
　

小
貝
甚
三
郎
㊞
→
道
徳	

御
川

�	

仕
切（
魚
代
金
相
渡
）　　
（
明
治
七
年
）戌
二
月
二
七
日　
　

大
森
又
三
郎
㊞
→
道
徳
御
川	

御
会
所

�	
御
払
魚
代
残　
　

明
治
七
年
戌
三
月　
　

御
川
守
→
徳
川
御
邸

※
朱
書
で
「
戌
三
月	

道
徳
御
払
魚
代
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

�	
仕
切（
代
金
相
渡
）　　
（
明
治
七
年
）戌
二
月
二
七
日　
　

小
貝
甚
三
郎
㊞
→
道
徳	

御
川

�	

仕
切（
魚
代
金
相
渡
）　　
（
明
治
七
年
）戌
三
月
一
一
日　
　

大
森
又
三
郎
㊞
→
道
徳
御
川	

御
会
所

�	

仕
切（
魚
代
金
相
渡
）　　
（
明
治
七
年
）戌
三
月
一
一
日　
　

小
貝
甚
三
郎
㊞
→
道
徳	

御
川

�	

仕
切（
魚
代
金
相
渡
）　　
（
明
治
七
年
）戌
三
月
一
二
日　
　

小
貝
甚
三
郎
㊞
→
道
徳	

御
川

�	

仕
切（
魚
代
金
相
渡
）　　
（
明
治
七
年
）戌
三
月
二
日　
　

小
貝
甚
三
郎
㊞
→
道
徳	

御
川

�	

魚
御
払
代　
　

明
治
一
一
年
寅
二
月　
　

道
徳
前
新
田	

御
川
守
㊞
→
徳
川
御
邸

�	

記（
魚
代
金
相
渡
）　　
（
明
治
一
一
年
）寅
二
月
一
二
日　
　

大
森
又
三
郎
㊞
→
道
徳	

御
川

�	

記（
魚
代
金
相
渡
）　　
（
明
治
一
一
年
）寅
二
月
一
二
日　
　

小
貝
甚
三
郎
㊞
→
道
徳	

御
会
社

�	

記（
魚
代
金
相
渡
）　　
（
明
治
一
一
年
）寅
二
月
一
一
日　
　

小
貝
甚
三
郎
㊞
→
道
徳	

御
会
社

�	

記（
魚
代
金
相
渡
）　　
（
明
治
一
一
年
）寅
二
月
一
五
日　
　

大
森
又
三
郎
㊞
→
道
徳	

御
川

�	

記（
魚
代
金
相
渡
）　　
（
明
治
一
一
年
）寅
二
月
一
三
日　
　

小
貝
甚
三
郎
㊞
→
道
徳	

御
会
社

�	

記（
魚
代
金
相
渡
）　　
（
明
治
一
一
年
）寅
二
月
一
一
日　
　

大
森
又
三
郎
㊞
→
道
徳	

御
川

�	

記（
魚
代
金
相
渡
）　　
（
明
治
一
一
年
）寅
二
月
二
〇
日　
　

小
貝
甚
三
郎
㊞
→
道
徳	

御
会
社

�	

記（
魚
代
金
相
渡
）　　
（
明
治
一
一
年
）寅
二
月
九
日　
　

小
貝
甚
三
郎
㊞
→
道
徳	

御
会
社

�	

記（
魚
代
金
相
渡
）　　
（
明
治
一
一
年
）寅
二
月
一
〇
日　
　
（
大
森
）又
三（
郎
）㊞
→
道
徳	

御
川

�	

記（
魚
代
金
相
渡
）　　
（
明
治
一
一
年
）寅
二
月
九
日　
　

大
森
又
三
郎
㊞
→
道
徳	

御
川

�	

記（
魚
代
金
相
渡
）　　
（
明
治
一
一
年
）寅
二
月
八
日　
　

小
貝
甚
三
郎
㊞
→
道
徳	

御
会
社

�	

記（
魚
代
金
相
渡
）　　
（
明
治
一
一
年
）寅
二
月
八
日　
　

大
森
又
三
郎
㊞
→
道
徳	

御
川

�	

仕
切（
魚
代
金
相
渡
）　　
（
明
治
六
年
）酉
一
二
月
一
九
日　
　

小
貝
甚
三
郎
㊞
→
道
徳	

御
川

�	

仕
切（
魚
代
金
相
渡
）　　
（
明
治
六
年
）酉
一
二
月
一
六
日　
　

大
森
又
三
郎
㊞
→
道
徳
御
川	

御
会
所

�	

仕
切（
魚
代
金
相
渡
）　　
（
明
治
一
〇
年
）丑
二
月
二
七
日　
　

大
森
又
三
郎
→
道
徳	

御
川

�	

仕
切（
魚
代
金
相
渡
）　　
（
明
治
一
〇
年
）丑
二
月
二
四
日	

　
　

小
貝
甚
三
郎
㊞
→
道
徳	

御
川

�	

記（
羽
二
重
と
け
代
金
請
取
ニ
付
）　　
（
明
治
一
三
年
）辰
三
月　
　

綿
屋	

富
助
㊞
→
吉
田
信
明
様

�	

仕
切（
魚
代
金
相
渡
）　　
（
明
治
五
年
）正
月
二
〇
日　
　

小
貝
甚
三
郎
㊞
→
道
徳
新
田	
御
川
方

�	

仕
切（
魚
代
金
相
渡
）　　
（
明
治
五
年
）正
月
二
一
日　
　
（
大
森
）又
三（
郎
）㊞
→
道
徳
御
川	
御
会
所

�	（
巾
岩
圦
御
入
用
・
土
蔵
囲
ひ
御
用
其
外
覚
）　　
（
明
治
）

※
点
数
は
二
点
。
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�	

吉
田
御
勘
定
書　
　
（
明
治
）

�	

記（
貝
し
か
け
器
代
請
取
ニ
付
）　　
（
明
治
）二
月
六
日　
　

中
村
浦
治
㊞
→
吉
田
様

�	

記（
茶
巾
地
代
金
落
掌
ニ
付
）　　

	

（
明
治
一
三
年
）四
月
五
日　
　

祐
承
㊞
→
辰
巳
様

�	

吉
田
公
帰
京
ニ
付
伺（
道
徳
前
新
田
潰
地
埋
方
之
事
其
外
）　　
（
明
治
）

※
「
徳
川
」
罫
紙
使
用
。

�	

仕
切（
魚
代
金
相
渡
）　　
（
明
治
一
〇
年
）丑
二
月
一
八
日　
　

大
森
又
三
郎
㊞
→
道
徳	

御
川

�	

仕
切（
魚
代
金
相
渡
）　　
（
明
治
一
〇
年
）丑
二
月
一
八
日　
　

小
貝
甚
三
郎
㊞
→
道
徳	

御
川

�	
仕
切（
魚
代
金
相
渡
）　　
（
明
治
一
〇
年
）丑
二
月
一
九
日　
　

大
森
又
三
郎
㊞
→
道
徳	

御
川

�	
仕
切（
魚
代
金
相
渡
）　　
（
明
治
一
〇
年
）丑
二
月
一
九
日　
　

小
貝
甚
三
郎
㊞
→
道
徳	

御
川

� 
仕
切（
魚
代
金
相
渡
）　　
（
明
治
八
年
）亥
二
月
二
日　
　

小
貝
甚
三
郎
㊞
→
道
徳	

御
川

① 

仕
切（
魚
代
金
相
渡
）　　
（
明
治
八
年
）亥
二
月
二
六
日　
　

大
森
又
三
郎
㊞
→
道
徳
御
川	

御
会
所

② 

仕
切（
魚
代
金
相
渡
）　　
（
明
治
八
年
）亥
二
月
二
五
日　
　

小
貝
甚
三
郎
㊞
→
御
川

③ 

仕
切（
魚
代
金
相
渡
）　　
（
明
治
八
年
）亥
三
月
九
日　
　

小
貝
甚
三
郎
㊞
→
道
徳	

御
川

④ 

仕
切（
魚
代
金
相
渡
）　　
（
明
治
八
年
）亥
三
月
八
日　
　

小
貝
甚
三
郎
㊞
→
道
徳	

御
川

⑤ 

仕
切（
魚
代
金
相
渡
）　　
（
明
治
八
年
）亥
三
月
二
日　
　

大
森
又
三
郎
㊞
→
道
徳
御
川	

御
会
所

⑥ 

仕
切（
魚
代
金
相
渡
）　　
（
明
治
八
年
）亥
三
月
一
二
日　
　

大
森
又
三
郎
→
道
徳
川	

御
会
所

⑦ 

仕
切（
魚
代
金
相
渡
）　　
（
明
治
八
年
）亥
三
月
一
一
日　
　

小
貝
甚
三
郎
㊞
→
道
徳	

御
川

⑧ 

仕
切（
魚
代
金
相
渡
）　　
（
明
治
八
年
）亥
二
月
二
五
日　
　

大
森
又
三
郎
㊞
→
道
徳
御
川	

御
会
所

⑨ 

仕
切（
魚
代
金
相
渡
）　　
（
明
治
八
年
）亥
二
月
二
三
日　
　

大
森
又
三
郎
㊞
→
道
徳
御
川	

御
会
所

⑩ 

仕
切（
魚
代
金
相
渡
）　　
（
明
治
八
年
）亥
一
月
四
日　
　

小
貝
甚
三
郎
→
道
徳	

御
川

⑪ 

仕
切（
魚
代
金
相
渡
）　　
（
明
治
八
年
）亥
一
月
四
日　
　

大
森
又
三
郎
㊞
→
道
徳
御
川	

御
会
所

⑫ 

仕
切（
魚
代
金
相
渡
）　　
（
明
治
五
年
）申
正
月
一
二
日　
　

小
貝
甚
三
郎
㊞
→
道
徳	

御
川

⑬ 

仕
切（
魚
代
金
相
渡
）　　
（
明
治
五
年
）申
正
月
一
五
日　
　
（
大
森
）又
三（
郎
）㊞
→
道
徳	

御
川

⑭ 

御
番
所
入
札（
金
弐
両
）　　
（
明
治
）　　

志
水
町	

伊
八
→

※
貼
紙
あ
り
。

⑮ 

う
な
ぎ
御
払
代
残（
長
野
竹
の
筒
取
揚
分
）　　
（
明
治
五
年
）申
七
月　
　

道
徳
前
新
田	

御
川
→

⑯ 

仕
切（
魚
代
金
相
渡
）　　
（
明
治
五
年
）申
正
月
二
〇
日　
　
（
大
森
）又
三（
郎
）㊞
→
道
徳
御
川	

御
会
所

尾
五
─
五
〇
九
─
七	

〔
徳
川
家
文
書　

七
〕（
御
小
納
戸
金
借
用
証
文
髪
垂
御
祝
ひ
御
入
用
）	

（
万
延
元
年
〜
明
治
五
年
）	

	

横
綴	

一

①	

万
延
元
申
年
御
髪
置
御
祝
ひ
之
節
御
入
用（
於
道
様
・
於
登
代
様
・
従
三
位
様
御
召
服
等
御
入
用
）　　
（
万
延
元
年
）

※
於
道
様
は
十
四
代
・
十
七
代
徳
川
慶
勝
の
三
女
道
姫
、
於
登
代
様
は
同
四
女
登
代
姫（
豊
姫
）、
従
三
位
様
は
同
三
男
の
十
六
代
徳
川
義
宜
の
こ
と
。

②	

於
良
様
御
髪
置
御
祝
御
入
用
凡
積　
　
（
明
治
四
年
）一
〇
月

※
於
良
様
は
十
四
代
・
十
七
代
徳
川
慶
勝
の
七
女
良
姫
の
こ
と
。

③	

頭
書（
於
良
様
御
髪
置
御
祝
ニ
付
）　　
（
明
治
四
年
）未
九
月　
　

家
扶
→

※
付
札
あ
り
。
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④	（
諸
国
大
小
之
神
社
取
調
可
届
出
儀
ニ
付
書
付
）　　

明
治
三
午
三
月
朔
日　
　

太
政
官
→

⑤	

覚（
日
雇
賃
銭
書
付
）　　
（
明
治
）　　

桶
屋	

庄
兵
衛
→

⑥	

借
用
申
金
子
之
事（
其
御
役
所
寄
物
金
借
用
ニ
付
案
文
）　　
（
明
治
）　　

何
役	

何
之
誰
印
→
御
小
納
戸	

御
役
所

⑦	

借
用
仕
金
子
之
事（
其
御
局
寄
物
金
連
判
を
以
借
用
ニ
付
案
文
）　　
（
明
治
）　　

借
主	

何
之
誰
印　

連
判	

同
印
→
内
家
御
局

※
御
小
納
戸
御
役
所
宛
の
借
用
証
文
案
を
用
い
て
内
家
局
宛
の
証
文
案
を
作
成
し
て
い
る
。
文
中
に
貼
紙
が
複
数
あ
り
。

⑧	（
職
禄
等
之
儀
当
月
渡
之
分
ニ
付
書
付
）　　
（
明
治
四
年
）八
月　
　

服
部
善
十
郎
→

⑨	
未
八
月
渡（
職
禄
・
雑
禄
）　　
（
明
治
四
年
）八
月　
　

服
部
善
十
郎
→　

⑩	（
四
百
九
拾
七
俵
余
入
米
書
上
）

⑪	（
当
月
渡
官
禄
御
金
渡
之
分
ニ
付
書
状
）　　
（
明
治
四
年
）八
月
二
日　
　

内
家
→
倉
廩
方

⑫	

記（
茂
林
院
様
御
祭
奠
料
寺
納
ニ
付
）　　
（
明
治
五
年
）申
二
月
二
二
日　
　

善
篤
寺	

役
寮
㊞
→
徳
川	

御
料

※
茂
林
院
は
、
大
久
保
家
初
代
松
平
義
昌
の
長
男（
延
宝
五
年
夭
逝
）の
こ
と
。

⑬	

覚（
米
四
石
八
斗
此
者
江
御
渡
可
被
成
下
ニ
付
）　　
（
明
治
四
年
）辛
未
六
月
二
二
日　
　

相
応
寺
㊞
→
内
家
倉
廩
方	

御
出
張
衆
中

⑭	（
家
扶
中
野
惣
太
郎
儀
石
河
竹
次
郎
・
勝
野
釜
之
丞
留
守
中
家
令
御
用
向
可
取
扱
ニ
付
職
禄
諸
渡
り
物
心
得
方
伺
）　　
（
明
治
）一
〇
月
一
二
日　
　

家
扶
→

⑮	（
雑
用
禄
米
覚
）

※
下
ヶ
札
あ
り
。
永
田
益
衞
・
中
根
鍋
吉
・
土
岐
新
之
丞
・
鈴
木
善
之
助
・
小
菅
金
太
郎
・
荒
木
三
次
郎
・
鈴
木
久
太
郎
・
間
瀬
綱
太
郎
・
成
田
由
三
郎
・
澤
田
龍

太
郎
・
佐
藤
貫
三
郎
の
名
前
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

⑯	

未
十
二
月
渡
職
禄
等
之
代　
　
（
明
治
四
年
）

※
付
札
・
貼
紙
あ
り
。

⑰	（
高
山
丈
助
・
中
村
小
兵
衛
儀
職
禄
米
割
渡
ニ
付
申
達
）　　
（
明
治
三
年
）午
一
二
月　
　

家
扶
頭
取
→

※
高
山
丈
助
と
中
村
小
兵
衛
は
家
丁
・
舟
揖
御
用
向
の
者
。

⑱	

頭
書（
昼
喰
米
・
御
手
当
銀
被
下
ニ
付
）　　
（
明
治
三
年
）午
一
一
月
一
〇
日　
　

会
計
懸
り
→

※
「
御
手
形
壱
通
入　
　

杉
江
屋	

周
之
助
」
と
記
載
さ
れ
た
文
書
に
貼
り
付
け
ら
れ
て
い
る
。

⑲	（
山
下
幸
蔵
以
下
拾
五
人
金
百
弐
拾
両
被
下
覚
）　　
（
明
治
）

⑳	

記（
払
米
百
石
預
り
置
ニ
付
）　　
（
明
治
五
年
）壬
申
六
月　
　

徳
川
邸
→
大
屋	

光
次
郎
へ

㉑	

記（
払
米
百
石
預
り
置
ニ
付
）　　
（
明
治
五
年
）壬
申
六
月　
　

徳
川
邸
→
大
屋	

光
次
郎
へ

㉒	（
金
三
両
弐
朱
四
匁
五
分
ツ
ヽ
請
取
覚
）　　
（
明
治
）

※
井
村
以
下
一
三
人
の
名
前
が
書
か
れ
て
い
る
。

㉓	

覚（
米
八
升
其
外
上
納
ニ
付
）　　
（
明
治
）一
二
月　
　

利
兵
衛
→
内
家
局

㉔	（
山
下
幸
蔵
以
下
拾
三
人
金
五
拾
弐
両
被
下
覚
）　　
（
明
治
）未
四
月

㉕	（
徳
川
従
三
位
家
禄
請
取
米
置
場
広
井
倉
廩
之
内
借
用
致
度
旨
届
書
）　　
（
明
治
五
年
）申
二
月
二
四
日　
　

徳
川
従
三
位	

家
従
→

※
徳
川
従
三
位
は
十
六
代
徳
川
義
宜
の
こ
と
。

㉖	（
返
納
米
ニ
付
覚
）　　
（
明
治
）

㉗	（
職
禄
米
覚
）　　
（
明
治
）
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※
下
ヶ
札
あ
り
。
永
田
益
衞
・
中
根
鍋
吉
・
土
岐
新
之
丞
・
鈴
木
善
之
助
・
小
菅
金
太
郎
・
荒
木
三
次
郎
・
鈴
木
久
太
郎
・
間
瀬
綱
太
郎
・
成
田
由
三
郎
・
澤
田
龍

太
郎
・
佐
藤
貫
三
郎
の
名
前
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

㉘	（
別
紙
御
祭
奠
曳
届
方
御
達
）　　

明
治
五
年
壬
申
二
月　
　

梅
川
町	

梅
香
院
→
内
家	

倉
廩
方

㉙	（
当
分
介
等
之
輩
職
禄
米
金
百
両
借
入
覚
）　　
（
明
治
四
年
）一
二
月
二
五
日

㉚	（
当
分
介
等
之
輩
職
禄
米
金
百
両
借
入
ニ
付
書
付
）　　
（
明
治
四
年
）未
一
二
月　
　

倉
廩
懸
り	

加
藤
菊
太
郎
・
伊
藤
伝
一
郎
→
会
計
方

㉛	

請
取
申
職
禄
米
之
事（
御
雇
卒
兼
察
掛
り
弐
人
未
年
職
禄
米
）　　

明
治
四
年
未
一
〇
月　
　

横
井
賢
一
郎
㊞
→
内
家	

倉
廩
方

㉜	（
白
印
紙
書
上
）　　
（
明
治
）

※
点
数
は
三
二
点
。

尾
五
─
五
〇
九
─
八	

〔
徳
川
家
文
書　

八
〕	

（
明
治
）	

	

横
綴	

一

①	（
検
見
引
覚
）

②	

十
一
年
分
南
柴
田
検
見
引

※
形
態
は
横
。

③	（
諸
国
大
小
之
神
社
神
仏
混
交
廃
止
ニ
付
達
）　　
（
慶
応
四
年
）閏
四
月

④	（
元
集
義
隊
御
賞
典
之
儀
ニ
付
書
状
）　　
（
明
治
）三
月
一
九
日　
　

中
川
富
蔵
→
千
賀（
與
八
郎
）先
生

⑤	（
別
紙
書
付
之
条
々
吟
味
仕
候
ニ
付
書
状
）　　
（
明
治
）二
月
尽　
　

山
上
正
輝
・
中
島
弘
毅
→
千
賀
公（
與
八
郎
）閣
下

※
封
筒
が
貼
り
付
け
ら
れ
て
い
る
。

⑥	（
御
県
下
士
族
荒
川
弥
五
右
衛
門
義
出
京
士
族
就
産
具
陳
ニ
付
書
状
案
）　　
（
明
治
）七
月　
　

吉
田
知
行
→
国
貞（
廉
平
）君
閣
下

※
「
此
義
ハ
実
際
難
被
行
事
ニ
被
考
・
・
・
」
と
記
載
さ
れ
た
書
付
が
貼
り
付
け
ら
れ
て
い
る
。
国
貞
廉
平
は
明
治
一
三
年
〜
一
八
年
の
愛
知
県
知
事
。

⑦	（
往
来
諸
費
・
諸
金
・
野
菜
代
上
等
・
中
等
・
下
等
ニ
付
書
付
）　　
（
明
治
）五
月
二
一
日　
　

長
谷
川
敬
→
小
瀬
新
太
郎
殿
御
初

※
下
ヶ
札
あ
り
。「
敬
公
御
社
号
調
書
ニ
添
」
と
朱
書
き
さ
れ
た
封
筒
と
も
。	

⑧	（
名
古
屋
・
函
館
等
ヨ
リ
来
弔
ノ
旧
藩
士
ヘ
金
拾
五
円
被
下
其
外
書
付
）　　
（
明
治
）八
月
七
日

※
封
筒
と
も
。	

⑨	（
廿
一
日
従
五
位
様
横
浜
御
乗
船
恐
悦
ニ
付
書
状
）　　
（
明
治
一
七
年
）八
月
三
〇
日　
　

長
谷
川
敬
→
吉
田
知
行
様

※
従
五
位
様
は
十
八
代
徳
川
義
禮
の
こ
と
。
義
禮
の
英
国
留
学
出
発
に
関
す
る
も
の
。	

⑩	（
北
海
道
移
住
其
外
ニ
付
書
状
）　　
（
明
治
一
七
年
ヵ
）七
月
一
〇
日　
　

函
館
相
生
町	

中
川
庄
太
→
横
網
町
徳
川
様
御
邸	

吉
田
知
行
殿

※
封
筒
と
も
。

⑪	（
海
部
昂
蔵
俄
然
帰
国
驚
入
ニ
付
書
状
案
文
）　　
（
明
治
）

※
徳
川
義
禮
の
英
国
留
学
に
関
す
る
も
の
。

⑫	

記（
桐
油
・
提
灯
其
外
代
金
請
取
ニ
付
）　　
（
明
治
）一
〇
月
三
一
日　
　

伊
藤
㊞
→
吉
田（
知
行
）様

⑬	（
徳
川
家
達
以
下
親
族
一
四
名
書
上
）　　
（
明
治
）	

⑭	

記（
上
額
・
切
表
具
代
金
受
取
ニ
付
）　　
（
明
治
）一
二
月
三
一
日　
　

安
西
金
治
郎
㊞
→
上

⑮	

記（
銀
無
双
側
・
目
安
針
車
其
外
代
金
請
取
ニ
付
）　　
（
明
治
）五
月
二
四
日　
　

金
田
市
兵
衛
→
徳
川
様	

御
役
所

⑯	

記（
御
料
理
代
其
外
代
金
受
取
ニ
付
）　　
（
明
治
）一
一
月
一
四
日　
　

川
長
㊞
→
上

⑰	（
東
照
宮
・
義
直
霊
神
祭
典
料
改
方
ニ
付
書
状
）　　
（
明
治
）七
月　
　

長
谷
川
敬
→
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⑱	

記（
長
マ
ン
テ
ル
チ
ョ
キ
・
ズ
ボ
ン
其
外
代
金
領
収
ニ
付
）　　
（
明
治
）七
月
三
〇
日　
　

森
鉄
太
郎
→
吉
田（
知
行
）様

⑲	

記（
九
月
十
二
日
御
料
理
・
御
酒
・
水
菓
子
其
外
代
金
請
取
ニ
付
）　　
（
明
治
）九
月
三
〇
日　
　

山
本
㊞
→
吉
田（
知
行
）様
・
土
岐（
長
久
）様

※
「
芝
区
桜
田
本
郷
町
拾
三
番
地	

山
田
信
勝
」「
築
地
二
町
目
卅
七
番
地	

日
下
義
雄
」
と
記
載
さ
れ
た
付
札
二
点
あ
り
。

⑳	

記（
手
帳
・
書
翰
代
其
外
代
金
請
取
ニ
付
）　　
（
明
治
）七
月
一
四
日　
　

伊
藤
㊞
→
吉
田（
知
行
）様

㉑	（
鈴
木
借
用
御
長
屋
之
事
其
外
覚
書
）　　
（
明
治
）

㉒	（
海
部
云
々
之
義
ニ
付
書
状
）　　
（
明
治
）一
七
年
一
〇
月
二
五
日　
　

志
水
忠
平
→
成
瀬
正
肥
様

※
義
禮
君
船
中
に
あ
る
旨
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。	

　

㉓	
記（
の
り
・
蠟
代
金
請
取
ニ
付
）　　
（
明
治
）六
月
三
一
日　
　

→
吉
田（
知
行
）様

※
「
近
小
」
の
押
印
あ
り
。	　

㉔	

記（
西
洋
袋
・
半
紙
・
小
菊
代
請
取
ニ
付
）　　
（
明
治
）　　

→
吉
田（
知
行
）様

㉕	（
尾
崎
光
道
其
外
四
名
書
上
）　　
（
明
治
）

㉖	（
東
照
宮
・
義
直
霊
神
・
三
位
公
御
霊
社
御
祭
典
料
ニ
付
書
付
）　　
（
明
治
）

※
三
位
公
と
は
十
六
代
徳
川
義
宜
の
こ
と
。

㉗	（
倹
素
ハ
一
家
維
持
之
本
其
外
ニ
付
書
状
）　　
（
明
治
）

㉘	（
神
官
・
真
榊
・
伶
人
外
覚
）　　
（
明
治
）

㉙	（
壱
番
か
ら
廿
五
番
ま
で
歌
評
書
上
）　　
（
明
治
）

㉚	（
御
沙
汰
之
趣
承
知
ニ
付
書
状
）　　
（
明
治
）二
月　
　

野
間
梁
義（
ヵ
）→
吉
田（
知
行
）様

※
封
筒
と
も
。

㉛	（
其
御
方
御
家
令
へ
主
人
面
会
被
致
度
ニ
付
書
状
）　　
（
明
治
）九
月
一
二
日　
　

三
條
家	

家
扶
→
徳
川
義
禮
殿	

御
令
扶
御
中

※
封
筒
と
も
。

㉜	（
吉
田
知
行
名
刺
）　　
（
明
治
）

㉝	（
例
件
御
相
談
申
度
明
後
廿
二
日
朝
八
九
時
頃
御
入
来
ニ
預
り
度
ニ
付
書
状
）　　
（
明
治
一
六
年
）九
月
二
〇
日　
　
（
松
平
）定
敬
→
吉
田
猿
松（
知
行
）殿

※
年
代
は
消
印
よ
り
。
封
緘
印
「
本
郷
区
湯
島
梅
園
町
三
番
地
」。

㉞	（
拙
家
祖
先
結
城
秀
康
官
位
ニ
付
問
合
）　　
（
明
治
一
七
年
）八
月
一
一
日　
　

松
平
慶
永
→
徳
川
義
礼
様	

御
家
令
扶
中

※
年
代
は
消
印
よ
り
。
封
筒
と
も
。
封
筒
に
「
東
京
府
下
小
石
川
区
小
石
川
水
道
町
三
十
五
番
地	

松
平
慶
永
」
の
印
が
押
さ
れ
て
い
る
。

尾
五
─
五
〇
九
─
九	

〔
徳
川
家
文
書　

九
〕	

（
明
治
四
年
〜
同
五
年
）	

	

横
綴	

一

＊
御
下
屋
敷
内
の
建
物
・
備
品
な
ど
、
諸
々
の
入
札
・
払
い
下
げ
に
関
す
る
史
料
。

①	（
源
順
様
御
側
御
囲
金
ニ
付
問
合
）　　
（
江
戸
）丑
七
月
一
七
日　
　

御
小
納
戸
頭
取
→（
御
側
懸
衆
）

※
源
順
様
は
十
代
徳
川
斉
朝
の
こ
と
。	

②	

入
札
御
断
書（
御
道
具
類
御
払
ニ
付
）　　
（
明
治
）九
月
一
四
日　
　

菱
屋	

伊
右
衛
門
→
内
家
御
局

※
包
紙
と
も
。

③	

入
札
御
断
書（
御
道
具
類
御
払
ニ
付
）　　
（
明
治
四
年
）未
九
月　
　

成
田
屋	

五
助
→
内
家
御
局

※
包
紙
と
も
。
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④	

乍
恐
口
上
之
覚（
諸
道
具
御
払
物
入
札
御
断
ニ
付
）　　
（
明
治
四
年
）未
九
月　
　

葮
屋	

孫
左
衛
門
→
内
家
御
局

※
包
紙
と
も
。

⑤	（
弐
番
御
門
出
之
米
六
石
御
断
書
）　　
（
明
治
）八
月
七
日　
　

内
家
局
→

⑥	（
御
門
出
之
米
三
斗
六
升
三
合
御
断
書
）　　
（
明
治
）八
月
七
日　
　

内
家
局
→

⑦	

覚（
御
蔵
米
弐
百
七
拾
石
）　　
（
明
治
）八
月
七
日　
　

成
田
屋	

御
□
□
→
上

⑧	

覚（
御
払
米
入
札
ニ
付
）　　
（
明
治
）八
月
七
日　
　

米
屋	

新
兵
衛
→

⑨	

覚（
御
蔵
米
御
払
願
ニ
付
）　　
（
明
治
四
年
）未
八
月
七
日　
　

丁
字
屋	

甚
八
→

⑩	
覚（
並
米
御
申
請
ニ
付
）　　
（
明
治
）八
月
七
日　
　

大
屋	

光
次
郎
㊞
→

⑪	（
南
城
戸
出
之
御
断
書
）　　
（
明
治
）八
月
七
日　
　

内
家
局
→

⑫	（
極
御
内
々
貸
渡
方
取
計
ニ
付
断
簡
）　　
（
明
治
四
年
）未
一
二
月
二
八
日

⑬	

御
吟
味
中
御
蔵
出
賃
銭
之
定（
米
出
納
石
ニ
付
銀
五
分
承
り
ニ
付
）　　
（
明
治
）一
二
月

⑭	（
御
腰
物
懸
り	

沢
田
繁
次
郎
其
外
六
名
書
上
）　　
（
明
治
）

⑮	

覚（
御
蔵
米
三
拾
石
入
札
ニ
付
）　　
（
明
治
）一
二
月
一
五
日　
　

米
や	

松
兵
衛
㊞
→
内
家	

御
役
所
様

※
印
文
「
尾
州	

名
古
屋	

米
屋
松
兵
衛
」。

⑯	

覚（
前
渡
り
御
蔵
米
五
拾
石
其
外
入
札
ニ
付
）　　
（
明
治
四
年
）未
極
月
一
五
日　
　

加
藤
屋	

茂
吉
・
米
屋	

治
兵
衛
→
上

⑰	

覚（
未
年
納
御
蔵
米
五
拾
石
其
外
申
受
度
ニ
付
）　　
（
明
治
四
年
）未
一
二
月
一
五
日　
　

万
屋	

文
七
→
内
家
局

⑱	

覚（
未
納
御
蔵
米
五
拾
石
其
外
御
払
相
成
候
ハ
ヽ
申
請
度
ニ
付
）　　
（
明
治
四
年
）未
一
二
月　
　

万
屋	

甚
兵
衛
→
内
家
局

⑲	

覚（
米
廿
五
石
申
受
度
ニ
付
）　　
（
明
治
）一
二
月
一
五
日　
　

丸
屋	

文
吉
→

⑳	（
新
米
千
石
申
請
度
ニ
付
覚
）　　
（
明
治
）一
二
月
一
六
日　
　

大
屋	

光
次
郎
→

㉑	（
千
石
引
受
断
簡
）　　
（
明
治
）　　

田
原
→

㉒	（
千
石
申
受
断
簡
）　　
（
明
治
）　　

米
屋	
善
吉
→

㉓	

覚（
御
蔵
米
廿
五
石
買
上
申
度
ニ
付
）　　
（
明
治
）一
二
月
一
五
日　
　

米
屋	

久
吉
→

㉔	

覚（
米
廿
五
石
申
度
ニ
付
）　　
（
明
治
）一
二
月
五
日　
　

丸
屋	

文
吉
→

㉕	

覚（
御
蔵
米
廿
五
石
御
買
上
仕
ニ
付
）　　
（
明
治
）一
二
月
一
五
日　
　

米
屋	

久
吉
→

㉖	

覚（
納
米
三
百
石
弐
分
金
上
納
ニ
而
申
請
ニ
付
）　　
（
明
治
）一
二
月
一
六
日　
　

万
屋	

久
兵
衛
→
上

㉗	（
米
直
段
ニ
付
書
状
）　　
（
明
治
）一
二
月
七
日　
　

辰
巳
吉
兵
衛
→
服
部
善
十
郎
様

㉘	

覚（
御
蔵
米
三
百
弐
拾
五
石
代
金
上
納
ニ
付
）　　
（
明
治
）一
二
月
二
六
日　
　

米
屋	

新
兵
衛
→
内
家
御
局

㉙	

覚（
米
弐
百
石
代
金
上
納
ニ
付
）　　
（
明
治
）一
二
月
二
七
日　
　

車
力	
新
兵
衛
→
上

㉚	

入
札
覚（
桐
半
長
持
・
燭
台
・
薬
罐
其
外
）　　
（
明
治
五
年
）壬
申
七
月
二
日　
　

鬼
頭
則
重
・
田
沢
直
廣
→
上

㉛	

御
下
屋
敷
入
札（
釣
鐘
・
金
物
る
い
其
外
）　　
（
明
治
五
年
）申
七
月
四
日　
　

い
づ
ミ
町	

岐
阜
屋	

新
助
・
い
づ
ミ
町	

美
濃
屋	

清
右
衛
門
→

※
朱
書
で
「
五
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

㉜	

御
下
屋
敷
入
札（
釣
か
ね
・
ギ
ボ
シ
金
物
其
外
）　　
（
明
治
五
年
）申
七
月
四
日　
　

い
づ
ミ
町
西
〆
切	

美
濃
屋	

与
七
㊞
→

※
朱
書
で
「
六
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

㉝	

御
下
屋
敷
御
払
物
入
札（
壱
番
か
ら
四
十
一
番
代
金
）　　
（
明
治
五
年
）　　

七
小
町	

万
屋
和
助
・
大
曽
根
坂
下	

丸
屋
源
兵
衛
→

※
形
態
は
横
。
朱
書
で
「
八
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
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番
　
　
号	

表
　
　
題	

年
月
日		

作
成
者（
差
出
→
宛
所
）	

形
態
・
数
量

㉞	

御
道
具
仕
様
覚　
　
（
明
治
五
年
）七
月　
　

小
川
町	

萬
屋
宗
吉
・
同	

中
屋
栄
助
・
鍋
屋
町	

大
坂
屋
銀
兵
衛
→
御
下
屋
敷	

御
役
所

※
形
態
は
横
。
朱
書
で
「
九
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

㉟	

御
払
物
入
札（
鉄
棒
・
半
鏡
・
キ
ホ
シ
其
外
代
金
）　　
（
明
治
五
年
）

※
形
態
は
横
。
朱
書
で
「
十
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

㊱	

御
道
具
入
札（
鉄
棒
・
は
ん
し
や
う
・
赤
か
ね
其
外
代
金
）　　
（
明
治
五
年
）七
月
四
日　
　

半
兵
衛
→

※
形
態
は
横
。
朱
書
で
「
十
一
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

㊲	
入
札
之
覚（
山
城
屋
又
兵
衛
初
）　　
（
明
治
五
年
）

※
形
態
は
横
。
朱
書
で
「
十
三
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

㊳	（
坂
上
丁
三
ツ
星
屋
藤
助
初
入
札
覚
）　　
（
明
治
五
年
）

※
形
態
は
横
。
朱
書
で
「
十
四
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

㊴	

記（
金
銭
書
上
）　　
（
明
治
五
年
）

㊵	

建
家
初
御
払
入
札　
　
（
明
治
五
年
）壬
申
七
月　
　

徳
川
邸
→

※
形
態
は
横
。

㊶	

道
具
類
入
札　
　
（
明
治
五
年
）壬
申
七
月　
　

徳
川
邸
→

※
形
態
は
横
。
下
ヶ
札
あ
り
。

㊷	

入
札（
木
挽
小
家
壱
ヶ
所
代
金
）　　
（
明
治
五
年
）申
七
月
朔
日　
　

花
屋
新
蔵
→

※
朱
書
で
「
壱
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

㊸	

建
物
入
札　
　
（
明
治
五
年
）壬
申
七
月
二
日　
　

鬼
頭
則
重
→

※
朱
書
で
「
四
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

㊹	

御
下
屋
敷
御
払
物
入
札（
御
茶
屋
壱
棟
・
両
便
所
壱
ヶ
所
其
外
）　　
（
明
治
五
年
）　　

七
小
町	

万
屋
和
助
・
大
曽
根
坂
下	

丸
屋
源
兵
衛
→

※
形
態
は
横
。
朱
書
で
「
八
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

㊺	

御
建
物
仕
様（
御
茶
屋
・
両
便
所
・
元
御
役
所
其
外
）　　
（
明
治
五
年
）　　

大
工
肝
煎	

勝
治
㊞
→

※
形
態
は
横
。
朱
書
で
「
九
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

㊻	

御
建
家
入
札（
諸
色
附
御
茶
御
殿
・
両
べ
ん
所
・
瓦
物
其
外
）　　
（
明
治
五
年
）七
月
四
日　
　

半
兵
衛
→

※
形
態
は
横
。
朱
書
で
「
十
一
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

㊼	

入
札（
御
茶
屋
御
殿
御
建
具
畳
共
其
外
）　　
（
明
治
五
年
）七
月　
　

東
魚
町	

い
せ
や
清
七
外
三
人
→

※
朱
書
で
「
十
二
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

㊽	（
元
中
間
衆
御
役
所
其
外
建
物
入
札
覚
）　　
（
明
治
五
年
）七
月
三
日　
　

長
者
町	

山
城
屋	

久
兵
衛
外
三
人
→
御
下
屋
敷	

御
役
所

※
形
態
は
横
。
朱
書
で
「
十
三
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

㊾	

御
建
物
入
札（
建
具
畳
付
御
腰
懸
・
雪
隠
・
矢
来
丸
太
其
外
）　　
（
明
治
五
年
）申
七
月　
　

坂
上
町	

三
ツ
星
屋
与
助
其
外
二
人
→

※
朱
書
で
「
十
四
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

㊿	

御
払
物
入
札（
御
茶
屋
御
殿
・
元
御
役
所
・
木
挽
小
屋
其
外
）　　
（
明
治
五
年
）七
月　
　

鍋
屋
町	

大
坂
屋
宗
助
→
御
下
屋
敷
所
（
マ
マ
）

※
朱
書
で
「
十
五
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

�	

入
札（
元
役
所
代
其
外
書
上
）　　
（
明
治
五
年
）　　

丸
山
村	

利
吉
→
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�	

お
ほ
へ（
九
ば
ん
・
十
ば
ん
・
十
一
ば
ん
代
金
書
上
）　　
（
明
治
）　　

七
小
町	

八
蔵
→
上

�	

御
払
物
入
札（
橋
丸
太
其
外
御
払
被
下
度
ニ
付
）　　
（
明
治
）　　

遠
山
惣
三
郎
→

�	

覚（
四
拾
両
弐
朱
）　　
（
明
治
）八
月　
　

清
助
→

※
朱
書
で
「
十
八
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

�	

入
札（
御
茶
屋
曲
輪
其
外
）　　
（
明
治
五
年
）壬
申
七
月　
　

吉
根
村	

利
助
㊞
→

※
形
態
は
横
。
朱
書
で
「
十
九
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

�	

覚（
壱
ば
ん
か
ら
拾
七
番
代
金
書
上
）　　
（
明
治
）　　
（
杣
駒
右
衛
門
）→

※
形
態
は
横
。
朱
書
で
「
二
十
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

�	
覚（
代
拾
匁
書
上
）　　
（
明
治
）二
月
一
日　
　

清
蔵
→
大
曽
根
御
屋
敷
様

�	
覚（
な
わ
代
受
取
ニ
付
）　　
（
明
治
）一
月
五
日　
　

み
の
や
藤
助
→
上

�	

入
札（
拾
三
は
ん	

九
拾
三
匁
弐
分
其
外
）　　
（
明
治
五
年
）八
月　
　

八
木
秋
豊
→

※
朱
書
で
「
五
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

�	

雑
木
入
札
書　
　
（
明
治
五
年
）八
月
二
日　
　

鈴
木
忠
右
衛
門
→

※
朱
書
で
「
六
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

�	

入
札
覚　
　
（
明
治
五
年
）七
月　
　

か
や
ゝ
町	

木
挽	

新
助
→
御
下
屋
敷	

御
役
所

※
朱
書
で
「
二　

落
な
し
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

�	

覚（
入
札
ニ
付
）　　
（
明
治
五
年
）八
月　
　

鬼
頭
→

※
朱
書
で
「
七
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

�	（
三
ば
ん
十
七
ば
ん
落
札
）　　
（
明
治
）

�	

入
札
覚　
　
（
明
治
五
年
）申
八
月
二
日　
　

田
澤
直
廣
→

※
朱
書
で
「
八　

落
な
し
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

�	

入
札　
　
（
明
治
五
年
）八
月　
　

萱
屋
町	

枇
杷
屋	
喜
助
→
御
下
屋
敷	

御
役
所

※
朱
書
で
「
九
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

�	

入
札　
　
（
明
治
五
年
）八
月　
　

萱
屋
町	

枇
杷
屋	
喜
助
→
御
下
屋
敷	

御
役
所

※
朱
書
で
「
十
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

�	

入
札　
　
（
明
治
五
年
）八
月　
　

萱
屋
丁	

萬
屋	

善
助
→
御
下
屋
敷	

御
役
所

※
朱
書
で
「
十
一
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

�	

入
札（
御
茶
屋
曲
輪
一
円
其
外
）　　
（
明
治
五
年
）壬
申
七
月　
　

清
蔵
→
御
下
屋
敷
様

※
形
態
は
横
。
朱
書
で
「
十
二
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

�	

入
札（
安
五
郎
落
札
分
）　　
（
明
治
五
年
）壬
申
七
月　
　

徳
川
邸
→

※
形
態
は
横
。
朱
書
で
「
十
三
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

�	

覚（
三
番
ゟ
十
七
番
迄
代
金
）　　
（
明
治
）　　

ね
ぎ
丁	

戸
田
通	

丸
屋
林
平
→

※
朱
書
で
「
十
五
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

�	

入
札
覚（
壱
番
ヨ
リ
拾
七
番
迄
引
請
ニ
付
）　　
（
明
治
五
年
）八
月　
　

萱
屋
町	

木
挽
嘉
吉
→
御
下
屋
敷	

御
役
所

※
朱
書
で
「
十
四
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
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�	

入
札
覚（
壱
番
印
ヨ
リ
拾
七
番
迄
御
請
ニ
付
）　　
（
明
治
五
年
）八
月　
　

萱
屋
町	

箒
屋	

新
七
㊞
→
御
下
屋
敷	

御
役
所

※
朱
書
で
「
十
六
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

�	

入
札
覚（
三
番
ヨ
リ
拾
七
番
迄
御
請
ニ
付
）　　
（
明
治
五
年
）八
月　
　

萱
屋
町	

箒
屋	

新
七
㊞
→
御
下
屋
敷	

御
役
所

※
朱
書
で
「
十
六
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

�	

入
札（
壱
番
か
ら
七
十
九
番
）　　
（
明
治
五
年
）申
二
月　
　

門
前
町	

み
の
や	

喜
兵
衛
→

※
形
態
は
横
。
朱
書
で
「
二
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

�	
入
札（
壱
番
か
ら
七
十
九
番
ま
で
申
請
ニ
付
）　　
（
明
治
五
年
）申
二
月　
　

東
万
町	

白
木
屋	

新
兵
衛
㊞
・
同	

芳
三
郎
㊞
→

※
形
態
は
横
。
朱
書
で
「
三
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

�	
入
札（
壱
番
か
ら
七
十
九
番
ま
で
申
請
ニ
付
）　　
（
明
治
五
年
）申
二
月　
　

東
萬
町	

佐
野
屋	

治
郎
左
衛
門
㊞
・
吉
嶋
屋	

要
助
㊞
→

※
形
態
は
横
。

�	

御
入
札
書（
壱
番
か
ら
七
十
九
番
ま
で
）　　
（
明
治
五
年
二
月
）　　

東
万
町	

吉
田
屋
喜
七
㊞
・
同
所	

福
徳
屋
勘
助
㊞
・
伏
見
町
六
丁
目
伊
倉
町	

吉
田
屋
和
七
㊞
→

※
形
態
は
横
。

�	

入
札（
壱
番
か
ら
七
十
九
番
ま
で
申
請
ニ
付
）　　
（
明
治
五
年
二
月
）　　

西
萬
町	

肴
屋
平
兵
衛
㊞
・
同	

中
屋
重
兵
衛
㊞
→

※
形
態
は
横
。
朱
書
で
「
六
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

�	

書
附
之
覚（
ろ
九
番
か
ら
十
一
番
ま
で
申
請
ニ
付
）　　
（
明
治
五
年
）申
二
月
二
八
日　
　

か
ち	

伝
五
郎
㊞
→
御
内
家	

御
局

※
朱
書
で
「
十
一
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

�	

入
札
覚（
鉄
ぼ
う
・
半
鐘
・
ぎ
ぼ
し
其
外
申
請
ニ
付
）　　
（
明
治
五
年
）　　

東
橘
丁	

高
桂
・
住
谷
丁	

喜
助
・
同	

錺
徳
→
上

※
形
態
は
横
。
朱
書
で
「
七
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

尾
五
─
五
〇
九
─
一
〇		〔
徳
川
家
文
書　

十
〕	

（
明
治
四
年
〜
大
正
六
年
）	

	

横
綴	

一

①	（
両
家
江
預
置
候
負
債
調
達
金
ニ
付
達
）　　
（
明
治
）二
月　
　

白
井
武
啓
→
関
戸
二
郎
殿
・
伊
藤
次
郎
左
衛
門
殿

②	（
負
債
之
儀
ニ
付
四
分
金
引
渡
其
外
ニ
付
断
簡
）　　
（
明
治
四
年
〜
六
年
）

※
津
島
新
開
試
起
に
つ
い
て
も
記
載
さ
れ
て
い
る
。

③	（
包
紙
）　　
（
明
治
）　　

桜
井
市
兵
衛
→
辰
巳
重
房
様

④	（
入
札
）　　
（
明
治
）一
月
二
六
日　
　

清
蔵
→
辰
巳
重
房
様

⑤	

御
達
堀（
津
島
新
開
試
起
之
儀
ニ
付
案
）　　
（
明
治
四
年
〜
六
年
）二
月　
　

永
田
益
衞
→
井
関（
盛
艮
）権
令
殿

⑥	

関
戸
・
伊
藤
よ
り
之
演
説
書
振（
調
達
金
ニ
付
案
文
）　　
（
明
治
）二
月　
　

関
戸
二
郎
・
伊
藤
次
郎
左
衛
門
→

⑦	（
艜
船
乗
組
商
法
筋
ニ
付
願
書
）　　
（
明
治
五
年
）一
一
月　
　

山
田
卯
吉
・
中
邨
彌
太
造
→

⑧	（
航
海
中
雑
用
銀
之
儀
ニ
付
願
書
）　　
（
明
治
五
年
）壬
申
一
〇
月　
　

山
田
卯
吉
・
中
邨
弥
太
造
→

⑨	（
城
郭
内
士
族
邸
地
ニ
付
達
案
）　　

明
治
六
年
二
月
一
四
日　
　

大
蔵
大
輔	

井
上
馨
→

※
「
愛
知
県
」
罫
紙
使
用
。

⑩	（
各
府
県
管
下
当
省
所
轄
之
城
郭
中
人
民
住
居
地
ニ
付
達
案
）　　

明
治
六
年
二
月
一
四
日　
　

大
蔵
大
輔	

井
上
馨
→
各
県

※
「
愛
知
県
」
罫
紙
使
用
。
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⑪	

乍
恐
御
請
書
旁
奉
願
上
候
御
事（
佐
屋
川
通
御
普
請
目
論
見
ニ
付
）　　
（
明
治
九
年
）子
一
一
月　
　

町
方
新
田	

定
助
其
外
八
名
→

⑫	

御
達
書
之
事（
松
岡
利
平
江
御
取
遣
人
之
利
米
ニ
付
）　　
（
明
治
四
年
）未
一
二
月　
　

土
器
野
新
田	

天
野
佐
兵
衛
㊞
→
内
家
方	

御
局

※
下
ヶ
札
あ
り
。

⑬	

覚（
金
札
五
百
両
当
分
拝
借
ニ
付
）　　
（
明
治
四
年
）辛
未
六
月　
　

山
田
卯
吉
㊞
・
中
邨
彌
太
造
㊞
→

※
下
ヶ
札
あ
り
。

⑭	（
元
南
御
比
丘
尼
附
同
心
居
小
屋
其
外
建
坪
・
代
金
書
上
）　　
（
明
治
）

⑮	（
御
比
丘
尼
附
同
心
居
小
屋
絵
図
）　　
（
明
治
）

※
野
田
善
治
と
河
野
周
六
の
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

⑯	（
北
御
比
丘
尼
門
番
所
并
用
事
取
扱
役
初
詰
席
絵
図
）　　
（
明
治
）

⑰	（
私
居
小
屋
拝
借
仕
度
ニ
付
願
書
）　　
（
明
治
）二
月　
　

河
野
忠
勝
→

⑱	

覚（
弐
両
壱
分
三
朱
ト
弐
匁
七
分
）　　
（
明
治
）七
月
二
〇
日　
　

ひ
よ	

清
蔵
→
御
下
屋
敷
様

※
「
壱
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

⑲	

覚（
御
中
屋
敷
内
石
引
纏
賃
四
両
ニ
付
）　　
（
明
治
）九
月　
　

車
力	

徳
蔵
→

※
「
弐
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

⑳	

覚（
四
両
三
歩
で
石
入
札
ニ
付
）　　
（
明
治
）九
月
一
七
日　
　

新
助
→
成
瀬
様	

御
中
屋
敷

※
「
三
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

㉑	（
御
下
屋
敷
御
払
竹
本
数
書
上
）　　
（
明
治
）

㉒	

契
約
書（
道
徳
産
米
百
七
拾
四
俵
売
買
ニ
付
）　　

大
正
四
年
一
〇
月
四
日　
　

徳
川
家
売
渡
人	

廣
瀬
金
作
㊞
→
買
受
人	

蜷
川
仁
之
助
㊞

㉓	

契
約
書（
末
廣
産
米
弐
百
七
拾
参
俵
売
買
ニ
付
）　　

大
正
四
年
九
月
二
九
日　
　

徳
川
家
売
渡
人	

桜
井
記
信
㊞
→
買
受
人	

蜷
川
仁
之
助
㊞

㉔	

契
約
書（
大
曽
根
産
米
四
拾
九
俵
売
買
ニ
付
）　　

大
正
四
年
九
月
二
九
日　
　

徳
川
家
売
渡
人	

廣
瀬
金
作
㊞
→
買
受
人	

蜷
川
仁
之
助
㊞

㉕	

契
約
書（
大
曽
根
産
米
四
拾
九
俵
売
買
ニ
付
）　　

大
正
四
年
九
月
二
九
日　
　

徳
川
家
売
渡
人	

廣
瀬
金
作
㊞
→
買
受
人	

堀
田
増
治
郎
㊞

㉖	

金
額（
十
三
年
か
ら
十
五
年
三
ヶ
年
米
石
高
書
上
）

※
「
徳
川
」
罫
紙
使
用
。

㉗	（
水
野
石
見
様
其
外
四
名
金
銭
書
上
）

※
裏
に
貼
紙
あ
り
。

㉘	（
調
言
之
水
鳥
一
副
野
間
江
貸
旨
覚
）　　
（
明
治
）　　

佐
々
鉄
三
郎
政
直
→

※
裏
に
付
札
あ
り
。

㉙	（
ケ
ラ
判
御
茶
碗
・
利
休
其
外
覚
）　　
（
明
治
）

㉚	（
漢
詩
覚
）　　
（
明
治
）

㉛	（
鉄
銭
新
貨
換
金
覚
）　　
（
明
治
）

㉜	

証（
成
功
記
壱
部
十
八
冊
貸
渡
ニ
付
）　　
（
明
治
五
年
）壬
申
一
〇
月
八
日　
　

辰
巳
重
房
→
市
野
靖
殿

※
福
田
権
少
属
の
伝
え
を
以
て
蒲
義
質
か
ら
岐
阜
権
令
へ
貸
し
渡
し
の
筈
と
あ
り
、
戻
り
次
第
返
納
す
る
旨
記
載
さ
れ
て
い
る
。「
成
功
記
」
は
藩
祖
徳
川
義
直
の
編

纂
物
で
、「
三
河
記
」
と
も
い
う
。
徳
川
家
康
の
軍
事
・
政
治
的
事
蹟
を
ま
と
め
た
も
の
。

㉝	（
海
西
郡
稲
荷
新
田
地
価
金
・
地
租
金
・
内
訳
書
上
）　　
（
明
治
）
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㉞	

対
照（
稲
荷
・
飛
島
両
新
田
反
別
・
地
価
・
不
毛
其
外
対
照
表
）　　
（
明
治
）

※
「
徳
川
」
罫
紙
使
用
。

㉟	

道
徳
前
新
田
北
二
重
堤
立
木
調　
　

大
正
六
年
三
月
一
日

※
「
徳
川
」
罫
紙
使
用
。

㊱	

松
伐
採
届　
　

大
正
六
年
九
月
一
九
日　
　

佐
野
間
七
㊞
→
徳
川
家
地
所
部
長	

桜
井
記
信
殿

※
「
徳
川
」
罫
紙
使
用
。

㊲	（
昨
十
一
年
分
大
符
村
元
廣
恵
新
田
納
米
差
引
勘
定
ニ
付
書
付
）

※
後
欠
。
大
符
村
は
知
多
郡
大
府
村
の
こ
と
。

㊳	

乙
亥
年
上
畠
廣
井
納
米
之
内
藤
助
辰
蔵
へ
御
払　
　
（
明
治
）一
〇
年
八
月
七
日　
　
（
辰
巳
）重
房
→

㊴	（
稲
荷
新
田
落
札
ニ
付
書
付
）　　
（
明
治
）巳
五
月
七
日　
　

稲
荷
新
田	

惣
代	

伊
藤
伊
吉
㊞
・
伊
藤
仙
助
代
理	

伊
藤
伊
左
衛
門
㊞
→
内
家
様

㊵	

記（
稲
荷
新
田
落
札
ニ
付
）　　
（
明
治
）　　

稲
荷
新
田	

村
方
→

㊶	（
飛
島
新
田
落
札
書
付
）　　
（
明
治
）巳
五
月
七
日　
　

飛
島
新
田	

深
谷
藤
助
→
内
家
様

㊷	

稲
荷
山
入
札　
　
（
明
治
）五
月
七
日　
　

竹
川
代
蔵
→
上
様

㊸	（
落
札
書
上
）　　
（
明
治
）　　

治
三
郎
→
徳
川
御
殿

㊹	（
地
代
価
御
改
正
ニ
付
書
付
）　　
（
明
治
）五
月
二
〇
日　
　

戸
長	

岡
田
伸
助
→
徳
川
慶
勝
殿

㊺	（
南
下
原
村
地
所
附
替
之
義
ニ
付
書
状
案
）　　
（
明
治
）六
月
二
日　
　

飯
田
重
蔵
殿
→

㊻	

記（
廣
井
村
北
志
摩
北
用
水
路
堀
替
苦
情
ニ
付
諸
入
費
書
付
）　　
（
明
治
）一
一
年
一
月
三
一
日　
　

辰
巳
重
房
・
代
理	

辰
巳
守
㊞
→

㊼	

御
払
魚
上
納
御
事　
　

明
治
八
年
亥
一
月
四
日　
　

道
徳
前
新
田	

御
川
守
→
徳
川
御
邸

㊽	（
新
田
控
米
之
義
ニ
付
書
状
）　　

明
治
一
一
年
九
月
二
一
日　
　

飛
島
新
田	

青
山
俊
雄
→
橋
本
善
述
殿

㊾	

覚（
代
金
書
上
）　　
（
明
治
）三
月
二
〇
日　
　

御
小
納
戸
御
役
所
→
金
三
郎

㊿	

記（
稲
荷
地
券
証
・
飛
島
新
田
竹
之
郷
地
券
証
御
預
り
ニ
付
）　　

明
治
一
二
年
五
月
二
七
日　
　

飛
島
新
田	

青
木
治
三
郎
㊞
→
徳
川
御
殿

�	

記（
飛
島
新
田
米
御
払
願
）　　
（
明
治
）一
二
年
八
月
六
日　
　

払
受
人	

福
岡
作
治
㊞
・
鐵
谷
正
吉
㊞
・
証
人	

原
兵
一
郎
㊞
→
徳
川
御
邸	

御
家
臣
御
中

�	

記（
飛
島
新
田
納
米
蔵
出
シ
取
計
ニ
付
）　　
（
明
治
）一
三
年
八
月
三
日　
　

証
人	

森
鉦
太
郎
㊞
・
清
水
久
蔵
㊞
→
徳
川
御
邸	

御
家
臣
御
中

�	

飛
島
新
田
竹
之
郷
蒲
田
徳
川
扣（
麁
絵
図
）　　
（
明
治
）	

�	

明
治
九
年
改
組
米
納
金
年
賦
延
納
之
義
ニ
付
願　
　

明
治
一
二
年
七
月
三
〇
日　
　

尾
張
国
海
西
郡
稲
荷
新
田	

地
主
惣
代	

天
野
佐
兵
衛
・
代
理	

青
木
治
三
郎
→
愛
知
県
令

　
　

安
場
保
和
殿

�	（
電
報
）　　
（
明
治
）六
年
六
月
一
八
日　
　

嶋
多
助
→
平
野
屋
力
蔵

�	（
電
報
）　　
（
明
治
）六
年
六
月
一
五
日　
　

東
京	

米
与
→
塩
丁	

平
万
ニ
テ
斎
角

�	（
名
古
屋
表
引
払
ニ
付
従
一
位
様
よ
り
拝
領
物
ニ
付
目
録
之
通
献
上
仕
度
旨
願
）　　
（
明
治
）一
月
二
〇
日　
　

辰
巳
重
房
→
井
上
喬
殿
・
内
藤
能
弘
殿

※
従
一
位
様
は
十
四
代
・
十
七
代
徳
川
慶
勝
の
こ
と
。


